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 増居志津子 大阪がん循環器病予防センター予防推進部 

 

研究要旨 

本研究の目的は、禁煙を効果的に推進する保健医療システムの構築を目指して、健診の場での禁煙勧奨・

支援と医療の場での禁煙治療の推進方策ならびに相互の連携方策を検討し、制度化等によりその普及を図

ることにある。 

まず健診・検診および医療受診時の禁煙アドバイスが禁煙試行率や禁煙率にどの程度効果があるのかに

ついて、現実的な条件下での効果を調べるため、アクセスパネル登録の喫煙者の追跡調査データ（2007

～2010 年の喫煙者コホートデータ、2007 年当初喫煙者であった 946 名を対象）を用いて検討を行った。

その結果、医療受診時単独または健診・検診と医療両方での禁煙アドバイスは禁煙試行率を禁煙アドバイ

スなしに比べて各々1.70 倍、2.18 倍有意に高めることが示された。禁煙率（7 日間断面禁煙率を指標）に

ついては、健診・検診と医療両方でアドバイスがあった場合、禁煙率が 1.61 倍増加する傾向がみられた

が有意ではなかった。その理由として、禁煙アドバイスの質の問題とアドバイスを受けても禁煙治療の利

用率が低率にとどまっていることが考えられた。今後、医療や健診・検診時の禁煙アドバイスの実施率と

質の向上、禁煙支援・治療の活動を有機的につなぐ日本版クイットラインの整備、諸外国で実施されてい

る公的なメディアキャンペーンによる禁煙の啓発が必要と考えられた。 

次に、指導者トレーニングと組み合わせた禁煙支援の介入研究のデータを用いて、指導者の禁煙支援の

技術が禁煙支援の結果にどのように関係するのかを検討した。指導者の禁煙支援の技術の評価は、トレー

ニング前後で模擬喫煙者への禁煙支援面接をビデオで記録して、採点基準にしたがって 2 名が独立して評

価する方法で行った。その結果、①トレーニング前後の比較でトレーニング前の技術が低群または中群で

有意に高まること、②トレーニング後の指導技術と禁煙支援を受けた喫煙者の 6 ヵ月後および 1 年後の禁

煙率との間には正の相関関係がみられることを国際的に初めて明らかにした。 

2014 年度の診療報酬改定にむけて、禁煙治療の保険適用の拡大（若年者、入院患者、歯科領域）につ

いて、日本禁煙推進学術ネットワークと協働して厚生労働省に対して要望書を作成・提出した（「ニコチ

ン依存症管理料の算定要件等の見直しに関する要望書」、2013 年 6 月 20 日）。本要望書に関連して、20

歳代等の若年者への保険適用の検討資料として、過去 2 回の中医協の特別調査結果をもとにした若年者の

禁煙治療の成功率と、20 歳代等の若年者においてブリンクマン指数の条件を外した場合の保険適用対象

人口の推定結果を厚生労働省に提供した。2013 年 11 月 15 日に開催された中医協総会において本件につ

いての議論が始まった。しかし、2014 年度の改訂には反映されなかった。 

今年度の分担研究者の片野田らの推計結果をもとに、がん対策基本計画で設定した成人喫煙率の減少目

標（2022 年に成人喫煙率 12％）を達成する方策を検討したところ、受動喫煙防止の法制化、がん検診も

含めた健診の場での禁煙支援の普及、クイットラインの整備の 3 つの政策（成人喫煙率 14％まで減少可

能）に加えて、たばこの値上げを組み合わせるとすれば、200 円以上の引き上げが必要と試算された。こ

れらの推計結果は、成人喫煙率 12％の実現可能性とその方策を検討する上での資料となる。 
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Ａ．研究目的 

本研究の目的は、禁煙を効果的に推進する保健

医療システムの構築を目指して、健診の場での禁

煙勧奨・支援と医療の場での禁煙治療の推進方策

ならびに相互の連携方策を検討し、制度化等によ

りその普及を図ることにある。 

 

B．研究方法 

１．健診・検診および医療受診時の禁煙アドバイ

スの効果の検討 

2005 年より 7 年間、住民基本台帳をもとに作成

された調査会社のアクセスパネルを使用し、喫煙

者の固定集団 1,666 名を対象として郵送による自

記式アンケートを用いて追跡調査を毎年 6 月に実

施してきた（図表１）。今年度は昨年度に引き続き、

健診・検診および医療機関受診時の禁煙アドバイ

スが禁煙試行率や禁煙率にどの程度効果があるの

かについて現実的な条件下での効果を検討するこ

とを目的とした。昨年度は、2007 年調査時の喫煙

者で2008年調査の有効回答者を対象とし検討を行

ったが、今年度は追跡期間を 2010 年調査まで拡大

して検討した。解析対象者は 936 名である。2007

年からのデータを使用したのは、2008 年度調査よ

り、過去 1 年間の健診・検診受診の有無と受診時

の医師による禁煙の助言の調査を開始したためで

ある。なお、2011 年 6 月に実施した結果は、2010

年 10 月に実施されたたばこ税・価格の値上げの影

響や、2011 年 3 月に起きた東日本大震災に伴うた

ばこ製品の一時的欠品の影響を受けているため、

この時期を除いて検討した。禁煙関連指標として、

これまでの調査と同様、年間禁煙試行率、7 日間断

面禁煙率を用いた。喫煙者の禁煙方法は、自力、

OTC、禁煙治療の 3 種類に分類した。ニコチンパ

ッチが調査期間中に OTC として認可されたため、

2008 年調査までは、ニコチンパッチの使用者は禁

煙治療に含めるとともに、バレニクリン使用者も

禁煙治療に含めた。 

医療機関、健診・検診を受診した喫煙者の特徴

を検討するため、医療機関受診および健診・検診

受診の有無別に対象者の属性（2007 年調査時）を

比較した。次に、健診・検診および医療機関受診

時の禁煙アドバイスが禁煙行動へ及ぼす効果の検

討を行った。2007 年度調査時に喫煙者だった対象

者が、2010 年追跡調査までに禁煙試行、7 日間断

面禁煙を達成した要因の検討には、不連続期間生

存分析（Discrete-Time Survival Analysis：以下、

DTSA）を用いて検討した。DTSA は、長期間継

続調査のように個人に複数回の測定データがある

場合、異なる追跡調査期間を考慮するとともに、

調査期間中に変動する喫煙本数などの変化も考慮

して解析を行える手法である。禁煙試行を達成し

た喫煙者が、禁煙試行実施直後の追跡調査時に 7

日間断面禁煙を達成できた要因については、多重

ロジスティック回帰分析にて検討した。解析の手

順としては、まず単変量 DTSA もしくはロジステ

ィック回帰分析を用いて禁煙指標と諸要因との関

連を検討し、オッズ比もしくはp for trendにて10％

有意差の出た変数を使用してステップワイズ多重

DTSAもしくはロジスティック回帰分析を行った。

さらに、禁煙試行者において、受診時に受けたア

ドバイス別に選択した禁煙方法の検討を行うとと

もに、受診した疾患の内容別に 7 日間断面禁煙率

達成の検討を χ2 検定を用いて行った。解析には、

SPSS for Windows Ver. 17.0 を使用した。 

 

２．禁煙支援のための指導者トレーニングの効果 

（１）指導者トレーニングプログラムの内容 

禁煙支援の介入研究に参加した全国 6 職域の保

健医療従事者（指導者）25 名を対象とし、筆者ら

が開発したトレーニングプログラム（図表２）を

用いてトレーニングを実施した。プログラムは、2

日間の基礎講習会、2 名以上の体験支援、2 日間の

事例検討会で構成され、総合的に禁煙支援を学べ

るよう構成されている。禁煙支援の技術評価は、

模擬喫煙者に対象者が禁煙支援を行い、その様子

を収録したビデオテープをもとに評価する方法と

した。模擬喫煙者は、49 歳の男性で過去に喫煙経

験があり、一定の喫煙者を演じられるようにトレ

ーニングプログラムの講師による訓練を受けた上

で、トレーニング前後に禁煙介入を担当する指導
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者を訪問し、禁煙支援の面談の様子をビデオに記

録した。模擬喫煙者の設定は、模擬喫煙者自身の

経験をもとに設定され、喫煙ステージは日本人喫

煙者に多い関心期とした。技術評価の時期は、ト

レーニング受講前、受講後の 2 回とし、評価項目

は禁煙支援に重要と考えられた6項目で構成され、

合計点数（0～24 点）をスキルスコアとした（図

表３）。評価者は 2 名であり、看護師の臨床経験

があり、基礎講習会を受講、禁煙外来にて支援事

例 20 例以上の見学を行った後に評価を実施した。

評価は、評価者が各々評価した後、評価が一致し

た場合はそのまま点数として採用し、異なった場

合は、評価者とアドバイザーとして禁煙支援トレ

ーニングに関わった講師 1 名が討議の上点数を決

定した。 

（２）トレーニング後の喫煙者への禁煙支援 

指導者は、禁煙支援トレーニングプログラムを

受講し、技術評価を受けた後、各々の職場で喫煙

者に対し禁煙支援を実施した。喫煙者は、「健診の

場において喫煙習慣に効果的に介入できる支援方

法の有効性評価の研究」1)で介入群に割り付けられ

た喫煙者である。この研究では、研究期間に各職

域の健診に来所した研究対象基準を満たした喫煙

者 1814 名中、研究参加に同意が得られた 1739 名

(95.9％）を各施設で健診受診日または受診時間に

よって準無作為割付けし、指導者が禁煙支援を行

う介入群と禁煙支援を行わない対照群の 2 群に分

けた。研究対象基準は、20 歳以上で 1 年以上の喫

煙歴を有し、かつ紙巻きたばこで 1 日 1 本以上の

喫煙者である。その後、研究対象基準を満たさな

いことが判明した 6 名および時間の都合がつかな

かった 1 名を除外した。その結果、介入群 900 名、

対照群 833 名となった。しかし、指導者 25 名のう

ち2名が禁煙支援の技術評価を受けなかったため、

この指導者から禁煙支援を受けた喫煙者を除外し

858 名（95.3％）を解析対象者とした。 

健診時に喫煙者に対し、呼気 CO 濃度や発色試

験紙法による尿中ニコチン代謝物検査、および基

本属性や禁煙に関するアンケート調査を実施する

とともに禁煙に関するリーフレットを配布した。

その後、検査結果のフィードバック、禁煙支援が

指導者によって行われた。指導の結果、禁煙を開

始する日を設定した場合は、継続支援を目的とし

て電話によるフォローアップが実施された。ニコ

チン代替療法は、本研究では使用しないこととし、

情報提供は行わなかった。しかし、対象者がニコ

チン代替療法の使用を希望した場合は、その説明

や使用を妨げなかった。追跡調査として、初回禁

煙支援の 6 ヵ月後と 1 年後に禁煙の有無などにつ

いてのアンケートを社内便にて配布および回収を

行った。一定期間返送がなかった喫煙者には、各

職域の指導者から電話による督促を行った。追跡

調査の結果禁煙していると回答した者には、呼気

CO濃度もしくは家族や同僚の証言により禁煙を確

認した。呼気 CO 濃度が 8ppm 以上の場合や証言

がなかった場合は禁煙していないと判断した。禁

煙評価として、短期禁煙と長期禁煙の双方を評価

するため、6 ヵ月後時点で 7 日以上禁煙している

「6 ヵ月後断面禁煙率」と、1 年後時点で 6 ヵ月以

上禁煙している「1 年後継続禁煙率」の 2 つを設

定した。 

（３）解析方法 

 禁煙支援のトレーニングプログラムの効果を検

証するため、トレーニング前に実施した技術評価

の結果を使用し、スキルスコアの分布を考慮して、

低群、中群、高群の 3 群に指導者を分割し、トレ

ーニング前後のスキルスコア、前後の得点差を対

応ある分散分析を用いて比較した。その後、指導

技術レベルと喫煙者への禁煙支援効果の関連性を

検討するため、トレーニング後に実施したスキル

スコアの分布を考慮して、低群、中群、高群の 3

群に再度指導者の分割を行い、群別に喫煙者の禁

煙率を 2 階層のマルチレベル解析を用いて比較し

た。対応ある分散分析は SPSS for Windows 

ver.17.0、マルチレベル解析は MLwin ver.1.1 を用

いて行った。 

 

３．禁煙治療の保険適用拡大に関する検討 

 2014 年度の診療報酬改定にむけて、19 学会か

らなる禁煙推進学術ネットワークと協働して、「ニ
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コチン依存症管理料」の算定要件等の見直しに関

する要望書を提出することとした。内容は、①若

年者への適用拡大、②入院中からスタートする禁

煙治療の保険適応、③歯科の禁煙支援に対する診

療報酬の加算の 3 項目を取り上げた。 

本要望書に関連して、20 歳代等の若年者への保

険適用の検討資料として、過去 2 回の中医協の特

別調査結果をもとにした若年者の禁煙治療の成功

率と、20 歳代等の若年者においてブリンクマン指

数の条件を外した場合の保険適用対象人口の推定

結果を厚生労働省に提供した 

まず若年者の禁煙治療の成功率の検討にあたっ

ては、2007 年度と 2009 年度に中医協が実施され

た診療報酬改定結果検証に係る特別調査の結果を

用いた。なお本調査では、20 歳代は「30 歳未満」

としてまとめられており、20 歳未満が少数含まれ

ている可能性もあるが、20 歳代とみなして検討し

た。 

次に、20 歳代の若年者においてブリンクマン指

数の条件を外した場合の保険適用対象人口の推定

を行った。喫煙人口の推定は、2011 年の人口動態

調査の人口に、2011 年の国民健康・栄養調査の喫

煙率を用いて算出した。喫煙者における保険適用

対象者の割合については、本研究班で実施した喫

煙者コホート調査(2005-2006年)のデータを用いた。

20 歳代の保険適用対象者が禁煙治療を受ける割合

については、ブリンクマン指数の条件を外した場

合の全年齢の保険適用対象者の推定値と、全年齢

の年間禁煙治療数の推計値（社会医療診療行為別

調査 2011 年 6 月審査分の初回算定回数×12ヵ月）

から算出した割合が20歳代にも当てはまると仮定

した。 

 

４．がん対策基本計画における成人喫煙率の目標

達成に必要なたばこ対策の検討 

今年度の分担研究者の片野田らの推計結果（厚

生労働省がイニシアティブのとれる受動喫煙防止

の法制化とがん検診も含めた健診の場での禁煙支

援の普及、クイットラインの整備の３つの政策を

同時実施した場合の効果）と 2010 年のたばこ税・

価格の引き上げの喫煙率への影響（2012 年までの

影響を考慮）のデータをもとに、がん対策基本計

画で設定した成人喫煙率の減少目標（2022 年に成

人喫煙率 12％）を達成する方策を検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

 喫煙者における医療機関や健診・検診受診と禁

煙への効果の検討に関する研究では、アクセスパ

ネルに登録した喫煙者に対する調査のデータを用

いているが、研究班としては調査委託機関から個

人を同定できない匿名化されたデータを得て解析

している。また、禁煙支援の指導者トレーニング

の効果研究では、保健医療従事者および喫煙者と

もに研究について説明を行い、同意が得られた対

象者に対し研究を実施した。解析にあたっては、

個人情報の観点から個人を特定できないデータに

変換した上で集計解析を行った。以上から倫理的

な問題はないと考える。 

 

Ｃ．研究結果 

１．健診・検診および医療受診時の禁煙アドバイ

スの効果の検討 

（１）医療機関受診や健診・検診受診した喫煙者

の特徴 

 2007～2010 年調査期間中に医療機関を受診、も

しくは健診・検診を受診した喫煙者と受診しなか

った喫煙者の属性比較を行った（図表４）。その結

果、医療機関受診の有無では、年齢が高くなるに

つれ有意に医療機関を受診していた（p=0.041）。

また、TDS（Tobacco Dependence Screener）に

て依存ありとされた喫煙者の方が受診割合が高か

った（p=0.028）。健診・検診受診の有無では、男

性（p<0.001）が有意に受診率が高く、年齢におい

て 10、20 歳代は受診率が有意に低く、40、50 歳

代は有意に高かった（p<0.001）。その他の変数で

は有意な差はなかった。 

（２）健診・検診および医療受診時の禁煙アドバ

イスの効果 

 年間禁煙試行の補正オッズ比（年齢、喫煙状況

および喫煙本数、禁煙経験の有無、禁煙希望の有
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無、喫煙ステージで補正）は、アドバイスなしを

参照基準とした場合、健診・検診にてアドバイス

ありオッズ比 1.28（95%信頼区間：0.84-1.94）、

医療機関にてアドバイスあり 1.70（1.14-2.54）、

両方でアドバイスあり 2.18（1.34-3.55）であった

（図表５）。医療機関の受診および健診・検診の

受診の有無は有意な結果とならなかった。 

7 日間断面禁煙の補正オッズ比（ FTCD

（Fagerstrom Test of Cigarette Dependence）、

喫煙の重要性、喫煙ステージで補正）は、それぞ

れ 0.68（0.35-1.30）、0.94（0.53-1.65）、1.61

（0.90-2.87）であり、有意な結果とならなかった

（図表５）。しかし、医療機関の受診の有無では、

受診なしに比較し受診ありで 1.10（1.01-1.19）と

有意な結果を示した。 

（３）禁煙試行者における健診・検診および医療

機関受診時の禁煙アドバイスの効果 

7 日間断面禁煙の補正オッズ比（禁煙経験の有無

で補正）は、アドバイスなしを参照基準とした場

合、健診・検診にてアドバイスあり0.64（0.29-1.44）、

医療機関にてアドバイスあり 0.48（0.24-0.98）、

両方でアドバイスあり 0.89（0.40-1.97）と有意な

結果とならなかった（図表６）。しかし、医療機

関の受診の有無では、受診なしに比較し受診あり

で 2.19（1.27-3.78）と有意に禁煙率が増加する結

果となった。禁煙試行者が選択した禁煙方法を見

ると、自力に比較し、OTC（Over The Counter）

ガム0.33（0.11-1.00）、OTCパッチ1.08（0.45-2.62）、

禁煙治療 2.27（0.82-6.29）と、禁煙治療が禁煙率

を高める結果を示したが、有意な結果ではなかっ

た。 

（４）禁煙アドバイス別にみたアドバイス内容お

よび禁煙方法 

 喫煙者が受けたアドバイスの場別にアドバイス

内容を見ると、健診・検診では禁煙推奨（禁煙の

指示や喫煙の危険性の説明）のみ 88.2％、禁煙の

具体的方法 2.0％、禁煙推奨と禁煙の具体的方法両

方 9.8％であった。医療機関ではそれぞれ 85.6％、

2.3％、12.0％であり、両方では 73.5％、3.9％、

22.6％であった（図表７）。 

 禁煙試行者が選択した禁煙方法を禁煙アドバイ

ス別にみると、アドバイスなしでは自力 84.4％、

禁煙治療 3.0％であったのに対し、健診・検診での

アドバイスではそれぞれ 79.5％、6.8％、医療機関

でのアドバイスでは 80.6％、4.8％、両方でのアド

バイスでは 65.2％、13.0％となっており、両方で

アドバイスを受けた禁煙試行者は自力が減少し、

禁煙治療などの禁煙方法を選択する割合が高い傾

向がみられた（図表８）。 

（５）医療機関受診内容別の禁煙率 

 禁煙試行者における医療機関受診の有無および、

受診した疾患の内容別に 7 日間断面禁煙率を χ2検

定を用いて比較した。医療機関受診なし 22.4％に

比較し、受診ありは 36.2％と有意に禁煙率が高か

った（p<0.01）。疾患別に医療機関受診なしと比

較すると、呼吸器疾患 34.3％（p<0.05）、心疾患

57.1％（p<0.01）、歯科疾患 38.4％（p<0.01）、

その他の疾患 44.4％（p<0.01）において有意に禁

煙率が高かった（図表９）。 

 

２． 禁煙支援の指導者トレーニングの効果 

（１）禁煙支援トレーニングプログラムの効果 

 指導者はトレーニングプログラムを受講するこ

とによって、低群が 8.8 点から 17.5 点、中群は 11.9

点から15.6点とスキルスコアが増加した。しかし、

高群では、前後とも 15.3 点とスキルスコアは変化

しなかった。3 群でトレーニング前、後、前後差の

スキルスコアを比較すると、前、前後差では有意

差がみられたが（p<0.001）、後では有意差がなく

（p=0.159）、トレーニング前のスキルスコアが低

い指導者ほどトレーニング後のスキルスコアが増

加し、3 群間で差がなくなる結果となった（図表

10）。 

（２）指導技術レベルと禁煙支援効果 

 6 ヵ月後断面禁煙率の補正オッズ比（FTCD

（Fagerstrom Test for Cigarette Dependence）、

呼気 CO、尿中ニコチン代謝物検査、禁煙の自信、

喫煙ステージ、禁煙経験、 NRT （ Nicotine 

replacement therapy）の使用、カウンセリング時

間で補正）は、低群を参照基準とした場合、中群
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オッズ比 2.32（95%信頼区間 0.69-7.85）、高群

3.50（1.07-11.41）であった。1 年後継続禁煙の補

正オッズ比（喫煙者年齢、FTCD、禁煙の自信、

喫煙ステージ、禁煙経験、NRT 使用で補正）は、

低群と比較し、中群 3.25（0.63-16.75）、高群 5.52

（1.10-27.8）であった（図表 11）。 

 

３．禁煙治療の保険適用拡大に関する検討 

19 学会からなる禁煙推進学術ネットワークと協

働して、本ネットワークから 2014 年度の診療報酬

改定にむけて、禁煙治療の保険適用の拡大（若年

者、入院患者、歯科領域）について、厚生労働省

に対して要望書を作成・提出した（「ニコチン依

存症管理料の算定要件等の見直しに関する要望書」、

2013 年 6 月 20 日）(図表 12)。 

診療報酬改定にむけての基礎資料として、20 歳

代においてブリンクマン指数の条件を外した場合

の保険適用対象人口について推定した結果、新た

に 20 歳代の 16.8 万人が保険適用対象者となり、

全年齢での治療利用率を当てはめると、治療を受

ける人数は3.3万人増えると推計された（図表13）。 

20 歳代の治療終了時点の禁煙率（だたし 5 回治

療終了者）は、第 1 回調査、第 2 回調査において、

各々73.3%、72.0%であり、他の年齢と比べて大差

はなかった（図表 14）。一方、1 年後の 9 ヵ月間

の継続禁煙率は、男性の 5 回治療終了者を除き、

20 歳代では他の年代と比べて禁煙率が低い傾向が

みられた。 

 禁煙治療の保険適用拡大に関する診療報酬改定

の審議については、2013 年 11 月 15 日に開催され

た中医協総会において議論が始まった。しかし、

2014 年度の改訂には反映されなかった。 

 

４．がん対策基本計画における成人喫煙率の目標

達成に必要なたばこ対策の検討 

 今年度に分担研究者の片野田が成人喫煙率の目

標値達成のためのたばこ政策について、その実行

可能性を考慮して検討した結果、受動喫煙防止の

法制化、がん検診も含めた健診の場での禁煙支援

の普及、クイットラインの整備の３つの政策を同

時実施した場合の禁煙率の増加効果は 1.31 倍であ

った。これは、再喫煙率を考慮すると年間禁煙率

3.5%に相当し、この禁煙率が 10 年間続くと仮定

すると、2022 年の喫煙率は 14%になると予想され

た。目標値の 12％に到達するためには、あと 2％

の減少が必要であり、そのためのたばこ価格の値

上げ幅を試算するため、2010 年のたばこ税・価格

の引き上げの喫煙率への影響をもとに喫煙率の価

格弾力性を試算した。試算にあたっては、喫煙率

の最近の減少傾向を考慮するため、2003 年から

2009 年までの喫煙率の年平均減少率（-2.8%、年

平均減少率は期間全体の減少率を年数で除した値

ではなく、複利計算の考え方で算出）により、値

上げがなかった場合の2010年の予測喫煙率と実際

の喫煙率（たばこ価格の値上げの影響を控えめに

見積もるため、2010 年の値上げ直後の喫煙率

19.5％ではなく、2012 年の喫煙率 20.7％を用いて

試算）の差を値上げの効果とした結果、喫煙率の

価格弾力性は 0.24 と推計された。この価格弾力性

にもとづいて、喫煙率を 14%から 12%に減少させ

るために必要なたばこ価格の値上げ幅は 200 円以

上であると試算された(図表 15)。 

 

Ｄ．考察 

健診・検診および医療受診時の禁煙アドバイス

が禁煙試行率や禁煙率にどの程度効果があるのか

について、現実的な条件下での効果を調べるため、

喫煙者の追跡調査データを用いて検討を行った。

その結果、医療受診時単独または健診・検診と医

療両方での禁煙アドバイスは禁煙試行率を禁煙ア

ドバイスなしに比べて各々1.70 倍、2.18 倍有意に

高めることが示された。禁煙率（7 日間断面禁煙率

を指標）については、健診・検診と医療両方でア

ドバイスがあった場合、禁煙率が 1.61 倍増加する

傾向がみられたが有意ではなかった。その理由と

して、①健診・検診と医療両方でアドバイスを

受けた場合でも、その 73.5%が禁煙の指示や喫

煙の危険性の説明にとどまっていること、②ア

ドバイスを受けると禁煙治療の利用率が増加す

るが、その割合は両方でアドバイスを受けた場
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合でも 13.0%（OTC 薬の利用を含めた場合

34.7％）と低率にとどまっていることが考えら

れた。今後、医療や健診・検診時の禁煙アドバイ

スの実施率と質の向上、禁煙支援・治療の活動を

有機的につなぐ日本版クイットラインの整備、諸

外国で実施されている公的なメディアキャンペー

ンによる禁煙の啓発が必要である。 

保健医療従事者に禁煙支援トレーニングを実施

することによって、模擬喫煙者を用いて評価した

保健医療従事者の指導技術が有意に高まることが

確認された。また、トレーニングを受けた指導者

が喫煙者に禁煙支援を行うことにより、禁煙率が

指導技術のレベルに応じて高まることを国際的に

初めて明らかにした。2013 年度から特定健診・特

定保健指導において禁煙支援が強化されたが、広

く保健医療の場での禁煙支援の質の向上を図るた

めには、保健医療従事者が禁煙支援に必要知識や

技術を習得する必要があり、そのためには効果的

な指導者トレーニングの体制を整備する必要があ

る。 

禁煙治療の充実を図るための保険適用拡大に関

する政策提言については、今年度、日本禁煙推進

学術ネットワークと協働して厚生労働省に対して

要望書を提出した。この要望にあたり、研究班で

は要望書の作成への関与ならびに政策化に役立つ

データの分析を行ったが、残念ながら 2014 年度の

診療報酬には反映されなかった。20 歳代において

は保険適用の対象となるニコチン依存症の約 8 割

の患者がブリンクマン指数のために保険適用とな

らない現実が明らかになっている」2)。喫煙を開始

しても若い年齢での禁煙を推進するために20歳代

等の若年者に限らず全ての年齢においてブリンク

マン指数の条件の撤廃が必要と考える。 
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千枝, 野村英樹: 禁煙治療・支援のための e ラ

ーニングを用いた指導者トレーニングプログ

ラムの効果. 第23回日本禁煙推進医師歯科医

師連盟総会・学術総会, 2014 年 2 月, 福岡. 

9) 田淵貴大, 中村正和: 日本における学歴別の
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医師連盟総会・学術総会, 2014 年 2 月, 福岡. 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。） 

１．特許取得 

     特になし 

 

２．実用新案登録 

     特になし 

 

３．その他 

     特になし 
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図表１．喫煙者の禁煙行動のモニタリング調査 

 

 

図表２．禁煙支援の指導者トレーニングプログラム 

 
 

図表３．禁煙支援の技術評価のための採点基準 

 

対象： 2004年4月時点の
喫煙者2600人

有効回収数：1666人（64.1％）
うち、生涯喫煙本数100本以上：

1627人(62.6%)

対象：ベースライン時点
での喫煙者1666人

有効回収数：1387人（83.3％）
うち、生涯喫煙本数100本以上：

1358人(81.5%)

対象：1年後の調査の有効回収者1387人
有効回収数：1237人（89.2％）
うち、生涯喫煙本数100本以上：1212人(87.4%)

ベースライン調査
2005年6月

1年後の追跡調査
2006年6月

2年後の追跡調査(2007年6月)

（注） 喫煙者とは、毎日もしくは時々吸うと回答した者。喫煙状況が無回答の者は
有効回収数から除いた。

環境変化

2006年 4月 禁煙治療の保険適用
6月 パッチの薬価収載
7月 たばこの値上げ（約20円/箱） 対象：1年後の調査の有効回収者1387人

有効回収数：1165人（84.0％）
うち、生涯喫煙本数100本以上：1138人(82.0%)

3年後の追跡調査(2008年6月)

対象：1年後の調査の有効回収者1387人
有効回収数：1123人（81.0％）
うち、生涯喫煙本数100本以上：1099人(79.2%)

4年後の追跡調査(2009年6月)

対象：1年後の調査の有効回収者1387人
有効回収数：1107人（79.8％）
うち、生涯喫煙本数100本以上：1107人(79.8%)

5年後の追跡調査(2010年6月)

対象：1年後の調査の有効回収者1387人
有効回収数：1130人（81.5％）
うち、生涯喫煙本数100本以上：1107人(79.8%)

2010年12月の特別調査

対象：1年後の調査の有効回収者1387人
※ただし、東日本大震災の影響により被災地を除く1122人に発送

有効回収数：982人（70.8％、1122人を分母にした場合87.5%）

うち、生涯喫煙本数100本以上：963人(69.4%)

6年後の追跡調査(2011年6月)

Basic Workshop
(Two days)

Counseling  
Experiences

Case Discussion 
Workshop

(Two days)

Counseling in
Intervention Study

EvaluationEvaluation

・Lectures
・Practices of smoking 
cessation   counseling
・Viewing and discussion of 
a demonstration videotape

・Role-playing with patients
simulators

・Practices of Biochemical 
Test   (expired carbon 
monoxide and urine 
nicotine metabolites)

Training Course

・Practices of counseling 
with   2 or more smokers

・Making case reports
・Evaluation feedback to 
the     videotaped 
counseling    practices.

・Viewing of videotaped   
counseling practices

・Group discussion

評価指標 配点 採点基準

指導の導入内容と
ステージの把握

0 禁煙ｻﾎﾟｰﾄについて、説明を全くしていない。いきなり禁煙サポートを始める
1 ｻﾎﾟｰﾄの目的や内容、所用時間についてどれかひとつだけ説明を行っている

2
ｻﾎﾟｰﾄの目的や内容、所用時間のうち２つ以上の項目について説明を行うか、どれかひとつについて喫煙者のステージや喫煙
者がおかれている現状に合わせた説明をしている

3
喫煙者のステージや喫煙者がおかれている現状に合わせてサポートの目的や内容、所用時間について２つ以上の説明を行って
いる

4 上記３の内容に加えて、禁煙ｻﾎﾟｰﾄを始めていいかどうか喫煙者の確認をとっている

過去の禁煙経験の聞き出しと
問題点の把握

（質問票で禁煙経験の
有無と回数、最長禁煙期間）

0 過去の禁煙経験について、全く聞き出していない
1 予めアンケートで把握している禁煙回数と最長期間のみ確認している
2 上記１の内容について一般的なアドバイスを行うか、禁煙理由、再喫煙のきっかけなどさらに聞き出しを行っている。

3
過去の禁煙経験について、ポジティブに評価できる点を見つけ評価するとともに、問題点を把握しそれについてアドバイスを行っ
ている

4 上記３に対して、喫煙者の気持ちを引き出している

禁煙に対する動機の強化

0 禁煙の動機について、何も聞き出していない
1 禁煙の動機についてひとつでも聞き出している
2 上記１に加え、誰にでもあてはまるような一般的なアドバイスを行っている
3 喫煙者の個別の状況を聞き出し、それに対応したアドバイスを行っている
4 上記３に対しての喫煙者の気持ちを聞き出すとともに、それに対応した追加のアドバイスを行っている

禁煙に対する負担の軽減

0 禁煙の負担について、何も聞き出していない
1 禁煙の負担について聞き出している
2 上記１に加え、誰にでもあてはまるような一般的なアドバイスを行っている
3 喫煙者の個別の状況を聞き出し、それに対応したアドバイスを行っている
4 上記３に対しての喫煙者の気持ちを聞き出すとともに、それに対応した追加のアドバイスを行っている

禁煙に対する自信の強化

0 禁煙の自信について、何も聞き出していない
1 禁煙の自信について聞き出している
2 上記１に加え、誰にでもあてはまるような一般的なアドバイスを行っている
3 喫煙者の個別の状況を聞き出し、それに対応したアドバイスを行っている
4 上記３に対しての喫煙者の気持ちを聞き出すとともに、それに対応した追加のアドバイスを行っている

目標設定と今後の
フォローアップの確認

0 これまでの指導内容を確認したり、何も目標設定をしないで指導を終了している
1 指導者から一方的に目標設定を行っている
2 喫煙者の気持ちを確認しながら、喫煙者に合った目標設定を行っている
3 目標を達成するための情報提供を行っている
4 上記３に加え、フォローアップ指導の支援やその内容について喫煙者に説明している
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図表４．対象者の属性と医療機関受診、健診受診の有無 

 

 

図表５．健診・医療機関の受診とアドバイス別にみた禁煙試行と 7 日間断面禁煙 

（2007-10 年、ステップワイズ多重 DTSA）  N=946 

 

 

  

性別
男 366 50.9% 116 53.5% 401 55.8% 81 37.2%

年齢
20歳代 89 12.4% 33 15.2% 78 10.9% 44 20.2%
30歳代 171 23.8% 66 30.4% 169 23.5% 68 31.2%
40歳代 175 24.3% 59 27.2% 191 26.6% 43 19.7%
50歳代 148 20.6% 30 13.8% 159 22.1% 19 8.7%
60歳代 73 10.2% 17 7.8% 68 9.5% 22 10.1%
70歳以上 63 8.8% 12 5.5% 53 7.4% 22 10.1%

喫煙状況および喫煙本数

時々吸う 25 3.5% 9 4.1% 26 3.6% 8 3.7%
10本未満 61 8.5% 17 7.8% 58 8.1% 20 9.2%
10-19本 237 33.0% 69 31.8% 235 32.7% 71 32.6%
20-29本 272 37.8% 91 41.9% 283 39.4% 80 36.7%
30本以上 117 16.3% 29 13.4% 110 15.3% 36 16.5%

FTCD*2
低度依存 246 34.2% 87 40.1% 256 35.7% 77 35.3%
中等度依存 325 45.2% 96 44.2% 325 45.3% 96 44.0%
高度依存 134 18.6% 31 14.3% 125 17.4% 40 18.3%

TDS*3
あり 520 72.3% 140 64.5% 508 70.8% 152 69.7%

禁煙経験
あり 477 66.3% 142 65.4% 471 65.6% 148 67.9%

禁煙希望
あり 398 55.4% 112 51.6% 388 54.0% 122 56.0%

喫煙ステージ

無関心期 174 24.2% 57 26.3% 171 23.8% 60 27.5%
関心期 400 55.6% 124 57.1% 408 56.8% 116 53.2%
熟考期 95 13.2% 24 11.1% 90 12.5% 29 13.3%
準備期 48 6.7% 11 5.1% 46 6.4% 13 6.0%

*2 FTCD: Fagerstrom Test of Cigarette Dependence
*3 TDS: Tobacco Depedence Screener

p=0.933

p=0.815

p=0.612

p=0.695

p=0.028

p=0.649

p=0.786

p=0.294

p=0.548

p=0.041

p=0.738

p<0.001

p<0.001

p=0.950

*1 医療機関受診および健診受診は、2007-2010年調査期間中に1回でも受診したらありとしている。その他の項目は2007年度調査時のデータを使用している。

要因
医療機関受診の有無*1

p=0.180

健診受診の有無*1

n＝217
あり

n＝218
ありなし

n＝719
なし

n＝718χ2検定 χ2検定

p=0.510

要因
年間禁煙試行(*1) 7日間断面禁煙(*2)

オッズ比 95％信頼区間 オッズ比 95％信頼区間

医療機関の受診

なし 1.00 1.00

あり 1.11 ( 0.82 ～ 1.48 ) 1.10 ( 1.01 ～ 1.19 )

健診・検診の受診

なし 1.00 1.00

あり 0.76 ( 0.57 ～ 1.02 ) 1.04 ( 0.70 ～ 1.55 )

受診時のアドバイス

アドバイスなし 1.00 1.00

健診・検診にてアドバイスあり 1.28 ( 0.84 ～ 1.94 ) 0.68 ( 0.35 ～ 1.30 )

医療機関にてアドバイスあり 1.70 ( 1.14 ～ 2.54 ) 0.94 ( 0.53 ～ 1.65 )

両方でアドバイスあり 2.18 ( 1.34 ～ 3.55 ) 1.61 ( 0.90 ～ 2.87 )

（注１） 医療機関の受診、健診の受診、受診時のアドバイスは強制投入
*1 年齢、喫煙状況および喫煙本数、禁煙経験の有無、禁煙希望の有無、喫煙ステージで補正
*2 FTCD、禁煙の重要性、喫煙ステージで補正

（2007-10年、ステップワイズ多重DTSA） N=946



図表６．健診・医療機関のアドバイス別、禁煙方法と

     禁煙試行者に関する解析

図表７．健診・検診および医療機関でのアドバイス内容（

（注１） 医療機関の受診、健診の受診、受診時のアドバイスは強制投入

要因
禁煙経験

医療機関の受診

健診・検診の受診

受診時のアドバイス

禁煙方法

図表６．健診・医療機関のアドバイス別、禁煙方法と

禁煙試行者に関する解析

図表７．健診・検診および医療機関でのアドバイス内容（

図表８．健診・医療機関でのアドバイス別にみた禁煙方法

        

医療機関の受診、健診の受診、受診時のアドバイスは強制投入

禁煙経験

医療機関の受診

健診・検診の受診

受診時のアドバイス

禁煙方法

図表６．健診・医療機関のアドバイス別、禁煙方法と

禁煙試行者に関する解析 

図表７．健診・検診および医療機関でのアドバイス内容（

図表８．健診・医療機関でのアドバイス別にみた禁煙方法

        禁煙試行者に関する解析

医療機関の受診、健診の受診、受診時のアドバイスは強制投入

なし
あり
なし
あり
なし
あり

アドバイスなし
健診にてアドバイスあり
医療機関にてアドバイスあり
両方でアドバイスあり
自力
OTCガム

OTCパッチ
禁煙治療
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図表６．健診・医療機関のアドバイス別、禁煙方法と

 （2007-10 年、多重ロジスティック解析）

 

図表７．健診・検診および医療機関でのアドバイス内容（

 

図表８．健診・医療機関でのアドバイス別にみた禁煙方法

禁煙試行者に関する解析

 

医療機関の受診、健診の受診、受診時のアドバイスは強制投入

アドバイスなし
健診にてアドバイスあり
医療機関にてアドバイスあり
両方でアドバイスあり

図表６．健診・医療機関のアドバイス別、禁煙方法と

年、多重ロジスティック解析）

図表７．健診・検診および医療機関でのアドバイス内容（

図表８．健診・医療機関でのアドバイス別にみた禁煙方法

禁煙試行者に関する解析 （2007

医療機関の受診、健診の受診、受診時のアドバイスは強制投入

オッズ比
1.00 
0.48 
1.00 
2.19 
1.00 
1.23 
1.00 
0.64 

医療機関にてアドバイスあり 0.48 
0.89 
1.00 
0.33 
1.08 
2.27 

図表６．健診・医療機関のアドバイス別、禁煙方法と 7 日間断面禁煙

年、多重ロジスティック解析）

図表７．健診・検診および医療機関でのアドバイス内容（2007-10

図表８．健診・医療機関でのアドバイス別にみた禁煙方法 

2007-10 年） 

オッズ比 95%信頼区間
1.00 
0.48 (0.28
1.00 
2.19 (1.27
1.00 
1.23 (0.73
1.00 
0.64 (0.29
0.48 (0.24
0.89 (0.40
1.00 
0.33 (0.11
1.08 (0.45
2.27 (0.82

日間断面禁煙 

年、多重ロジスティック解析） N=367 

10 年） 

   

信頼区間

(0.28 - 0.82)

(1.27 - 3.78)

(0.73 - 2.07)

(0.29 - 1.44)
(0.24 - 0.98)
(0.40 - 1.97)

(0.11 - 1.00)
(0.45 - 2.62)
(0.82 - 6.29)

 

 

 

 



図表図表 10．指導者トレーニング前後での禁煙支援技術の変化－トレーニング前の技術レベル別

図表
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Total skill score 
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Subjects; 858 smokers, 23 trained health professionals 
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Videotaped interaction between each trainer and a simulated 
using a structured evaluation 

Before the training 

After the training 

Difference in before and after 
training (After 

図表９．医療機関受診と受診した疾患の内容別

     7 日間断面禁煙成功率（禁煙試行者に関する解析）

．指導者トレーニング前後での禁煙支援技術の変化－トレーニング前の技術レベル別

図表 11．トレーニング後の禁煙支援技術レベルと禁煙率との関係

22.4%

36.2% 34.3%

p<0.01
p<0.05

skill score (0-24): Low (0

, Nakamura et al., Report of the Third Term Comprehensive Control Research for Cancer supported by FY 

858 smokers, 23 trained health professionals 
Evaluation of Skills; 

Videotaped interaction between each trainer and a simulated 
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Before the training 

After the training 

Difference in before and after 
training (After - Before)

図表９．医療機関受診と受診した疾患の内容別

日間断面禁煙成功率（禁煙試行者に関する解析）

．指導者トレーニング前後での禁煙支援技術の変化－トレーニング前の技術レベル別

．トレーニング後の禁煙支援技術レベルと禁煙率との関係

34.3% 34.1%

21.1%

p<0.05

＊検定はχ
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858 smokers, 23 trained health professionals 
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Average (SD)
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図表９．医療機関受診と受診した疾患の内容別

日間断面禁煙成功率（禁煙試行者に関する解析）

 

．指導者トレーニング前後での禁煙支援技術の変化－トレーニング前の技術レベル別

 

．トレーニング後の禁煙支援技術レベルと禁煙率との関係

 

21.1%

36.4%

57.1%

p<0.01

χ2検定を使用し、各項目は「医療機関受診なし」と比較している。

), Middle(11-13), High(14-24)

et al., Report of the Third Term Comprehensive Control Research for Cancer supported by FY 

858 smokers, 23 trained health professionals 

Videotaped interaction between each trainer and a simulated 
form before and after the training. 

Low(n=6)
Average (SD)

8.8 (1.47) 

17.5 (1.38) 

8.7 (1.75) 

図表９．医療機関受診と受診した疾患の内容別

日間断面禁煙成功率（禁煙試行者に関する解析）

．指導者トレーニング前後での禁煙支援技術の変化－トレーニング前の技術レベル別

．トレーニング後の禁煙支援技術レベルと禁煙率との関係

57.1%

22.2%
26.3%

p<0.01

検定を使用し、各項目は「医療機関受診なし」と比較している。

24)

et al., Report of the Third Term Comprehensive Control Research for Cancer supported by FY 

858 smokers, 23 trained health professionals 

Videotaped interaction between each trainer and a simulated smoker 
form before and after the training. 

Middle (n=14)
Average (SD)

11.9 (0.73) 

15.6 (2.13) 

3.7 (2.27) 

図表９．医療機関受診と受診した疾患の内容別 

日間断面禁煙成功率（禁煙試行者に関する解析）

．指導者トレーニング前後での禁煙支援技術の変化－トレーニング前の技術レベル別

．トレーニング後の禁煙支援技術レベルと禁煙率との関係

26.3%

38.5%

p<0.01

検定を使用し、各項目は「医療機関受診なし」と比較している。

et al., Report of the Third Term Comprehensive Control Research for Cancer supported by FY 

smoker was evaluated 
form before and after the training. 

Middle (n=14) High(n=3)
Average (SD) Average (SD)

(0.73) 15.3 (2.31) 

(2.13) 15.3 (2.52) 

(2.27) 0.0 (4.58) 

日間断面禁煙成功率（禁煙試行者に関する解析）  

．指導者トレーニング前後での禁煙支援技術の変化－トレーニング前の技術レベル別

．トレーニング後の禁煙支援技術レベルと禁煙率との関係 

38.4%
44.4%

p<0.01

p<0.01

検定を使用し、各項目は「医療機関受診なし」と比較している。

et al., Report of the Third Term Comprehensive Control Research for Cancer supported by FY 2013 MHLW grants)

was evaluated 

High(n=3) Analysis of 
variationAverage (SD)

(2.31) p<0.001

(2.52) p=0.159

(4.58) p<0.001

 

．指導者トレーニング前後での禁煙支援技術の変化－トレーニング前の技術レベル別

 

 

)

Analysis of 
variation

p<0.001

p=0.159

p<0.001



 

図表

 

図表 12．ニコチン依存症管理料の算定要件等の見直しに関する要望書

  

．ニコチン依存症管理料の算定要件等の見直しに関する要望書

 

37 

．ニコチン依存症管理料の算定要件等の見直しに関する要望書．ニコチン依存症管理料の算定要件等の見直しに関する要望書．ニコチン依存症管理料の算定要件等の見直しに関する要望書．ニコチン依存症管理料の算定要件等の見直しに関する要望書 

 



     

38 

 



     

39 

 

 



40 

図表 13．禁煙治療の保険適用対象者数の推計 

 
 

図表 14．ニコチン依存症管理料算定患者における禁煙成功率 

 
 

図表 15．成人喫煙率の年次推移と喫煙率減少目標達成のシナリオ 

 

20歳代
喫煙者 2082.5万人

保険適用対象者
68.7万人

保険適用対象者
114.5万人

治療利用率

19.7%

*1 人口動態調査（2011年） *2 国民健康栄養調査（2011年） *3 平成25年度第3次対がん中村班 喫煙者コホート調査（2005-2006年）
*4 ニコチン依存症管理料の初回算定回数（厚生労働省社会医療診療行為別調査 2011年6月審査分）×12ヵ月

・人口 10360.5万人
・喫煙率 20.1%

保険による
禁煙治療数
13.5万人

保険による
禁煙治療数
22.6万人

ニコチン依存症 かつ
準備期 かつ
ブリンクマン指数≧200

3.3%

ブリンクマン指数≧200
を外した場合

5.5%

喫煙者 322.7万人

保険適用対象者
1.0万人

保険適用対象者
16.8万人

・人口 1317.3万人
・喫煙率 24.5%

保険による
禁煙治療数

0.2万人

保険による
禁煙治療数

3.3万人

ニコチン依存症 かつ
準備期 かつ
ブリンクマン指数≧200

0.3%

ブリンクマン指数≧200
を外した場合

5.2%

全年齢

(*2)

(*1)

(*3)

(*4)

(*3) (*3) (*3)

(*2)

(*1)

左記の利用率があ
てはまるとした場合

左記の利用率があ
てはまるとした場合

左記の利用率があ
てはまるとした場合

年齢 患者数 禁煙者数
(禁煙率) 患者数 禁煙者数

(禁煙率) 患者数 禁煙者数
(禁煙率) 患者数 禁煙者数

(禁煙率) 患者数 禁煙者数
(禁煙率) 患者数 禁煙者数

(禁煙率)

30歳未満 115 27(23.5%) 15 7(46.7%) 15 11(73.3%) 149 27(18.1%) 25 9(36.0%) 25 18(72.0%)

30～39歳 507 133(26.2%） 89 32(36.0%） 89 57(64.0%) 624 128(20.5%） 147 59(40.1%） 147 113(76.9%)

40～49歳 536 160(29.9%) 132 62(47.0%） 132 101(76.5%） 703 194(27.6%) 216 105(48.6%） 216 167(77.3%）

50～59歳 608 213(35.0%） 189 95(50.3%） 189 139(73.5%) 747 232(31.1%） 284 140(49.3%） 284 228(80.3%)

60歳以上 780 297(38.1%） 339 153(45.1%) 339 244(72.0%） 1234 448(36.3%） 556 290(52.2%) 556 437(78.6%）

全体 2546 830(32.6%） 764 349(45.7%) 764 552(72.3%) 3471 1030(29.7%） 1231 604(49.1%) 1231 966(78.5%)
1) 治療終了時または中断時に禁煙し、かつ9ヵ月後調査時点まで1本も吸わずに禁煙を継続している者を禁煙成功者として禁煙率を計算

第1回調査（平成19年度調査） 第２回調査（平成21年度調査）

1年後の禁煙率1)

5回治療終了者

【参考】
治療終了時の禁煙率2)

【参考】
治療終了時の禁煙率2)

5回治療終了者

［出典］　厚生労働省中央社会保険医療協議会総会: 診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成19年度調査）ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査報告書
            厚生労働省中央社会保険医療協議会総会: 診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成21年度調査）ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査報告書

2) 治療終了時点で禁煙しており、終了時から遡って少なくとも4週間1本も吸わずに禁煙している者で4回目と5回目の呼気CO濃度の値が非喫煙者レベルであった人を禁煙成功者
として禁煙率を計算

全体 5回治療終了者

1年後の禁煙率1)

全体 5回治療終了者

46.8
43.3

39.3 39.9 39.4
36.8 38.2

32.2 32.4 34.1

27.7 26.4 24.2 23.8 24.1 21.8 23.4 
19.5 20.1 20.7 

11.3 12.0 11.3 10.0 11.0 9.1 10.9 8.4 9.7 9.0 

0

10

20

30

40

50

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

(%)

男女計

男性

女性

＊男女計で17％減(自然減2.6％)

喫煙率の年次推移

※ 喫煙者の定義： 2003～10年は、これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている（吸っていた）者のうち、「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っ
ている」と回答した者。2011～12年は、これまで習慣的にたばこを吸っていたことがある者のうち、「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸って
いる」と回答した者。

（厚生労働省 平成24年国民健康・栄養調査結果）

成人喫煙率の目標値達成とたばこ対策
27.7%

19.5% 19.5%

14%

12%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2003 2010 2013 2022

年平均減少率
4.9%/年

喫
煙
率 禁煙したい喫煙者全員

が禁煙（37.6％）

★健康増進法（2003年施行）
★たばこ税・価格の計160円の値上げ

（2003, 06年, 10年）
★禁煙治療の保険適用（2006年)

★受動喫煙防止の法制化
★健診の場での短時間禁煙支援の普及
★クイットラインの普及

目標値

たばこ値上げ（約110円）

喫煙率2％の減少には200円以上のたばこ価格
の引き上げ（価格にして600円以上）が必要

*
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厚生労働科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略研究事業） 

分担研究報告書 

 
がん検診の場での禁煙推進方策の開発と制度化に関する研究 

 

研究分担者 中山 富雄 大阪府立成人病センター がん予防情報センター疫学予防課課長 

研究協力者 嶋田 ちさ 同上 特別研究員 

 

研究要旨 

肺がん検診の現場で容易に実施が可能と見込まれる、禁煙1分指導法の比較対照試験を実施した。大

阪府Ａ市の平成23年4月から24年3月までの肺がん検診受診者3,404名中喫煙継続者494名のうち同意を取

得した451名（介入群221名、非介入群230名）を研究対象者とした。前年度報告した6ヶ月時点での禁煙

達成率は介入群で非介入群の約5倍であったが、12ヶ月時点にあたる翌年度の肺がん検診受診時でも両

群の禁煙率は介入群13.4%、非介入群2.9％と同様の傾向を示した。研究対象者である喫煙者の経年受診

率自体が30％前後と低いために、評価は正確ではないが、介入によりその後の検診受診率に影響が出る

という傾向もなかった。本プログラムは検診受診者からの同意率も高く一般化は容易であると考えられ

る。今後はプログラムの普及･制度化が必要である。 

 
 

Ａ．研究目的 

肺がん集団検診は、保健従事者が一般住民の

中から喫煙者・喫煙状況を把握でき、喫煙者に

とっても喫煙と肺がんとの関係を強く意識する

タイミングであり、禁煙指導の絶好の機会であ

る。しかし集団検診は大量の受診者が集中する

ため、遅滞なく事業を完結させるため、個々の

検査や指導に割り当てられた時間は非常に限ら

れている。本研究では、一分間での個別指導に

よる禁煙指導の実効性・禁煙効果を明らかにす

ることを目的とした。検診受診(介入)後 6 ヶ月

時点での喫煙状況については前年度の研究で報

告したが、今年度は 12 ヶ月後の喫煙状況につ

いて報告する。 

 

Ｂ．研究方法 

対象地域･介入方法は前年度･前々年度の報告

書に記したとおりである。平成 23 年度（4 月か

ら翌年 3 月まで）に大阪府の A 市で毎月行われ

た肺がん検診受診時に「禁煙 1 分指導」を受け

た介入群（219 名）、と、受けていない非介入群

（230 名）について、翌年度（平成 24 年度）

の肺がん検診受診時の喫煙状況を比較した。検

診の受診時には全員に自記式の問診票で喫煙状

況を記入してもらっているため、この情報によ

り禁煙しているかどうかを両群で比較した。禁

煙と申告したものへの一酸化炭素呼気測定は行

わなかった。 

（倫理面への配慮） 

本研究計画は、平成23年3月に行われた大阪府立

成人病センター倫理審査委員会で協議され、倫理

面には問題がないことを確認の上、承認された。 
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表１ 登録者の背景因子 

 介入群 非介入群 

n (%) n (%) 

男女別     

 男 159 71.9 175 76.1 

 女  62 28.1  55 23.9 

年齢     

 30-39  1  0.5  0  0.0 

 40-49 47 21.3 66 28.7 

 50-59 34 15.4 41 17.8 

 60-69 83 37.6 77 33.5 

 70-79 50 22.6 45 19.6 

 80-  6  2.7  1  0.4 

1 日喫煙本数   

  1- 4  5  2.3  5  2.2 

  5- 9 12  5.4  8  3.5 

 10-19 75 33.9 69 30.0 

 20-29 94 42.5 115 50.0 

 30- 35 15.8  33 14.3 

喫煙開始年齢    

   -19  36 16.3 41 17.8 

 20-24 132 59.7 149 64.8 

 25-29 28 12.7 16  7.0 

 30-39 20  9.1 17  7.4 

 40-  5  2.3  7  3.0 

禁煙への関心度   

無関心期  42 19.0 47 20.4 

前熟考期 90 40.7 108 47.0 

熟考期 52 23.5 40 17.4 

準備期 37 16.7 35 15.2 

禁煙歴の有無    

 あり 128 57.9 117 50.9 

 なし- 93 42.1 113 49.1 

 
Ｃ．研究結果 

平成 23 年 4 月から研究を開始し、平成 24 年

3 月までを登録期間とした。この年度の肺癌検

診受診者は 3,404 名中、検診時の喫煙継続者は、

男女計で 494 名（14.5％）であった（表１）。

研究参加の同意を取得した介入群は 221 人（同

意取得率 91.7%）、非介入群 230 人（90.9%）

であった。介入中の拒否および同意撤回はいな

かったものの、検診 6 ヶ月後アンケート調査郵

送後の同意撤回は 2 人あった。 

登録者の背景因子を表1に示す。非介入群の方

がやや男性が多く、年齢では40歳代が多いとい

う偏りはあったものの、統計学的有意差はなかっ

た。1日喫煙本数、喫煙開始年齢の差はなかった

が、禁煙への関心度では非介入群に前熟考期がや

や多く、禁煙歴なしが多かったものの有意差はな

かった。 

同意の得られたもののうち翌年度の検診受診者

は介入群67名、非介入群70名（経年受診率；介

入群30.3％、非介入群30.4%）であった。表2に

検診後12ヶ月時点の禁煙状況を示す。翌年度の

肺がん検診受診者の禁煙率は介入群13.4％（9/6

7）、非介入群2.9％（2/70）であった。 

表２．翌年度検診受診者の喫煙状況 

 介入群 非介入群 

 喫煙継続 58 68 

 禁煙  9(13.4%)  2(2.9%) 
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図1に、両群の6ヶ月後、12ヶ月後の禁煙率の

推移を示す。6ヶ月後の介入群、非介入群の禁煙

率はそれぞれ13.7%、3.0%であったが、12ヶ月

後もそれぞれ13.4％、2.9%と禁煙率は変化なか

った。 

図１．男女別の6ヶ月後、12ヶ月後禁煙率 

 

前年度の報告書に記載した 6 ヶ月時点での喫

煙状況アンケート調査結果と、今回の 12 ヶ月

時点での喫煙状況との比較を表 3 に示した。介

入群で前年度検診受診 6 ヶ月後に禁煙していた

30 人中、12 ヶ月後の検診を受診していたのは

10 人でうち 4 名が再喫煙しており、喫煙を継続

中と 6 ヶ月後に申告していた 146 人中 45 人が

12ヶ月後の検診を受診し、3人が禁煙していた。

一方非介入群で 6 ヶ月後に禁煙していた 7 名中

1 名が 12 ヶ月後の検診を受診し禁煙を継続し、

喫煙を継続していた 198 人中 1 人が禁煙してい

た。両群とも 6 ヶ月後の未回答者から 10 名前

後が 12 ヶ月後の検診を受診していたが禁煙し

ていたものはなかった。 

Ｄ．考察 

肺がん検診は、健常な受診者が肺がんを強く

意識し、保健・医療従事者にとっても喫煙情報

を把握できる瞬間であり、禁煙介入としては理

想的な場面である。しかし、同時に行われるこ

との多い血液検査や胃がん検診のために絶食を

要することが多く受診者に時間のゆとりがない

こと、また検診運営側にもマンパワーが欠如し

ていることから、検診の当日に時間をかけた健

康教育はほとんど行われていない。 

表３．6,12 ヶ月時点での喫煙状況の変化 

 6 ヶ月時点での喫煙状況 

喫煙 
継続 

禁煙 
未 
回答 

12
ヶ
月
時
点
で
の
喫
煙
状
況 

介入群    

 受診  45  10  12 

  喫煙  42   4  12 

  禁煙   3   6   0 

 未受診 101  20  34 

非介入群    

 受診  59   1  10 

  喫煙  58   0  10 

  禁煙   1   1   0 

 未受診 139   6  14 

本研究で使用するような 1 分指導の介入プログ

ラムは、このような検診の状況においても、容

易に導入が可能であると考えられる。ただし 1

分間で提供できる情報は限られていることや、

継続的なものではないので、その効果は持続し

ないかもしれない。今年度の研究では 12 ヶ月

後の検診受診時の喫煙状況を介入群･非介入群

で比較した。その結果、両群での 12 月後の禁

煙率は、6 ヶ月後も 12 ヶ月後も差がなかった。 

介入群の 6 ヶ月後の禁煙達成者 30 人中 12 ヶ

月後の検診受診者 10 人において 4 名は再喫煙

していた。再喫煙率についてはそれほど高い比

率ではなかった。一方6ヶ月後の喫煙継続者146

人中 12 ヶ月後の検診を受診した 45 人で 3 人が

禁煙していた。非介入群の 12 ヶ月後の禁煙率

に比べると高い値であり、翌年の検診が近づい

たために、禁煙を実行したのかもしれない。 

両群とも経年受診率は約 30％と低かった。A

市の平成 24 年度の経年受診率は 59.9％で、対

象者の経年受診率はその半分にすぎなかったが、

喫煙状況別にみると喫煙者の経年受診率は

30.0％で、非喫煙者や 5 年以上の長期禁煙者の

60%弱の経年受診率に比べて低かった。研究へ

3.0 2.9 

13.7 13.4 

0

5

10

15

6ヶ月後 12ヶ月後

非介入群 介入群(%) 



44 

参加しなかったものも含めての喫煙者の経年受

診率と研究参加者の経年受診率には差がなく、

介入によるその後の受診への影響はなかったと

考えられる。 

現在A市は肺がん検診のルーチン業務として、

今回研究で用いた禁煙短時間支援プログラムを、

検診受診の喫煙者全員に行っているが、業務フ

ローへの影響はなく、新たな費用負担も生じて

いない。今後は本プログラムの普及･制度化につ

いて検討を進めていきたい。 
 
Ｅ．結論 

肺がん検診の現場で実施可能な1分間禁煙指導

プログラムの効果評価のための比較対照試験の12

ヶ月後の喫煙状況は6ヶ月時点とほぼ同等で約5倍

の禁煙達成率の向上を示す成績が得られた。今後

は全国的な普及啓発･制度化が必要である。 

 
Ｆ．研究発表 
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udy to evaluate the impact on attend
ance, attendance inequality and aver
age cost per uptake of a Japanese go
vernment intervention. Int J Cancer.
 2013, 133(4): 972-83 

2. Ito Y, Nakayama T, Miyashiro I, Iok
a A, Tsukuma H. Conditional surviva
l for longer-term survivors from 2000
-2004 using population-based cancer 
registry data in Osaka, Japan. BMC 
Cancer. 2013, 22(13): 304-310. 

3. Ikeda A, Miyashiro I, Nakayama T, I
oka A, Tabuchi T, Ito Y, Tsukuma H.
 Descriptive Epidemiology of Bile Du
ct Carcinoma in Osaka. Jpn J Clin 
Oncol. 2013 43(11):1150-1155.  

4. Tabuchi T, Ito Y, Ioka A, Nakayama
 T, Miyashiro I, Tsukuma H. Tobacc
o smoking and the risk of subsequen

t primary cancer among cancer survi
vors: a retrospective cohort study. An
n Oncol. 2013; 24(10):2699-704. 2013. 

5. 中山 富雄. 肺がん検診の現状と成績. 日
本臨床 71(増6) 最新肺癌学 2013: 311-3
14 

6. 伊藤 ゆり, 中山 富雄, 山崎 秀男, 津熊 
秀明. 市町村におけるがん検診精度管理指

標の評価方法について Funnel plotによ

る評価. 厚生の指標 2013, 60(11); 20-25 

 

2.  学会発表 

1. 中山富雄．肺癌検診は有効か? 胸部X線を用

いた肺癌検診の評価研究をどう考えるのか?．

第54回日本肺癌学会総会（2013年11月 東

京） 

2. 中山富雄．がん検診の精度管理 がん検診

の精度管理の方向性 検診の格差は解消可

能か? 第 51回日本消化器がん検診学会総

会（2013 年 11 月 東京） 

3. 中山 富雄. 喀痰による肺癌検診の問題点

とその克服に向けて 肺がん検診の動向と

喀痰細胞診 喀痰集検の存続は?（2013 年

5 月 東京） 

4. 濱 秀聡, 田淵 貴大, 中山 富雄, 福島 若

葉, 松永 一朗, 伊藤 ゆり, 宮代 勲. 喫煙

状況別にみたがん検診(肺・胃・大腸)受診

状況 大阪市民の断面調査. 第 72 回日本

公衆衛生学会総会(2013 年 10 月 津市) 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 
 1. 特許取得 
     特になし 
 
 2. 実用新案登録 
     特になし 
 
 3.その他 
     特になし 
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厚生労働科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略研究事業） 

分担研究報告書 

 

電話と IVR を活用した新しい禁煙支援法の開発と普及に関する研究 

 

研究分担者 田中 英夫 愛知県がんセンター研究所 疫学・予防部 部長 

 

研究要旨 

【目的】企業での健診後の産業看護職からの複数回に渡る電話介入を行い、その後継続的な喫

煙状況の把握をすることで、企業での電話による禁煙介入の効果を評価することを目的として

いる。 

【方法】三菱東京 UFJ 銀行名古屋本店にある健康管理センター（名古屋）に研究協力を依頼し、

健康管理センターで毎月実施されている誕生月健診の受診者に対し、10 分程度の禁煙に関する

介入を行った。2 週後、4 週後、12 週後に保健師から電話による禁煙介入を実施し、1 年後の喫

煙状況を評価した。 

【結果】登録人数は、20 名であった。対象者の属性は、男性 17 名、女性 3 名、平均年齢は 41.3

歳（標準偏差：9.7）であった。登録時の禁煙の準備性は、前熟考期 4 人（20％）、熟考期 12 人

（60％）、準備期 4 人（20％）であった。初回から 2 回目の電話介入にかけて「禁煙を一度でも

試みようとした」と回答した者の割合は、47%から 62%となり、1 日以上の禁煙の実行をそれ

までの間に行っていた者の割合は 24%から 46%になった。しかし、介入後 1 年の禁煙の準備性

は、無関心期 4 人（21％）、前熟考期 10 人（53％）、熟考期 4 人（21％）、準備期 1 人（5％）

と、大幅な準備性の後退がみられた。 

【結論】電話を用いた短時間の禁煙介入（3 回）は、禁煙の準備性の改善には効果があるかも知

れないが、長期的な禁煙継続の効果は明らかではなかった。 

 

研究協力者 

谷口 千枝：国立病院機構名古屋医療センタ

ー 禁煙外来看護師 

寺澤 哲郎：三菱東京 UFJ 銀行 健康センタ

ー（名古屋） 所長 

間宮 とし子：三菱東京 UFJ 銀行 健康セン

ター（名古屋）保健師 

 

Ａ．研究目的 

 禁煙支援は、個別のカウンセリングやグル

ープカウンセリング、電話、インターネット、

メールなど様々な方法で実施できる。AHRQ

（ Agency for healthcare research and 

quality）の禁煙ガイドライン（Treating 

tobacco use and dependence）によると、そ

れぞれの手段による禁煙を成功させる効果は、

何もしない場合を 1.0 とすると、セルフヘル

プ 1.2 倍（95%信頼区間：1.02－1.3）、グルー

プカウンセリング 1.3 倍（95%CI:1.1－1.6）、

電話によるカウンセリング 1.2 倍（95%CI：

1.1－1.6）、個別のカウンセリング 1.7 倍

（95%CI：1.4－2.0）と報告されている。こ
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の中で我々は、誰もが身近で気軽に使用でき、

誰もが持っている媒体である、電話に注目を

した。 

 電話を使った禁煙介入の効果について、日

本からの報告はまだ少ない。欧米では、

Quitline 後の電話介入や、携帯電話での介入

などが数多く報告されている。特に Quitline

後にカウンセラーから能動的に電話介入を行

うと、しない場合に比べて長期的に見ても禁

煙成功率が上がると報告されている。電話で

の禁煙介入調査では、介入時に対象者が仕事

や外出などの理由により、電話に出られない

ことが大きな障害になるが、企業内での電話

介入であれば、その障害を取り除くことが可

能と考えた。日本の産業の場では、特定健診・

特定保健指導が実施されており、電話介入も

行われている。今回は企業内での健診受診後

の電話での禁煙介入の効果を評価することを

目的に、パイロット試験を実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

１．対象と実施期間 

 2011 年 12 月から 2012 年 2 月までの 3 ヵ

月間に、三菱東京 UFJ 銀行名古屋本店健康管

理センターの誕生月健診を受診した従業員の

うち、健診の問診票で現在タバコを吸ってお

り、「禁煙したい」欄に「はい」と回答した、

無関心期を除く喫煙者 20 人を対象とした。 

２．担当看護職の教育 

 担当看護職には、研究に先だち、事務局か

ら禁煙指導に対するアセスメントや介入の講

義を実施した。 

３．方法 

 三菱東京 UFJ 銀行の誕生月健診時に、既存

の問診票とともに追加の禁煙に特化した問診

を行った。問診後対象となる者に対し、5 分

程度の標準化された禁煙指導を実施した。健

診 2 週間後、1 ヵ月後、3 ヵ月後に電話で保健

師からの 5 分程度の禁煙介入を行い、その時

点での喫煙状況や行動科学的因子の変化を聴

取した。追跡調査は、健診受診から 1 年後の

誕生月健診に担当保健師より聴取した。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、三菱東京 UFJ 銀行名古屋本店健

康管理センターでの、社員を対象とした健康

管理業務の一環として行われたものである。

電話介入調査への参加については本人の同意

を得てこれを行った。 

 

Ｃ．研究結果 

１．対象者の属性（表１） 

 登録人数は、20 名であった（表１）。男性

は 17 名、女性 3 名、平均年齢は 41.3 歳（標

準偏差:9.7）であった。今までに禁煙した経験

のある者が16人であり、全体の3/4を占めた。

禁煙の準備性は、前熟考期 4 名（20%）、熟考

期 12 名（60%）、準備期 4 名（20%）であっ

た。禁煙への動機（やる気）をパーセンテー

ジで示した平均値は 57.5%（標準偏差 16.2）、

準備性別では、前熟考期47.5%、熟考期58.3%、

準備期 65%と、準備性が高まるに連れて動機

の値は上昇した。自信は全体の平均パーセン

テージが 47%（標準偏差 30.7）であり、準備

性別では、前熟考期 10%、熟考期 53.3%、準

備期 65%と、動機と同様、準備性が高まるに

連れて上昇した。禁煙して得られる価値がな

くなったらどれくらい困るかといった困惑度

をパーセンテージで示すと、平均値は 17.3%

（標準偏差 5.9）であった。準備性別では、前

熟考期 45%、熟考期 38%、準備期 17.5%と、

準備性が高まると喫煙に対する価値は減少し

た。 

２．登録後の経過（表 2） 

 健診時の介入登録数は 20 名であった。健診

時の平均介入時間は 17 分であった。2 週間後

の電話介入は 17 名、4 週間後の電話介入は
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13 名、12 週間後の電話介入は 2 名の登録が

あった。2 週間後の電話介入では、その時点

で禁煙を開始している者は 2 名であった。禁

煙の準備性は前熟考期 8 名（47%）、熟考期 3

名（18%）、準備期 4 名（23%）、実行期 2 名

（12%）であり、健診時の準備性に比べて逆

戻りの症例もみられた。電話介入までの間に

禁煙を一度でも試みようとしたかとの問いに

「はい」と回答した者は 8 名（47%）、実際に

1 日以上の禁煙を実行したかという問いに対

しては、4 名（24%）が「はい」と回答した。

4 週間後の電話介入では、その時点で禁煙を

開始している者は 2 名（15%）、禁煙の準備性

は、前熟考期が 3名（23%）、熟考期 5名（39%）、

準備期 3 名（23%）、実行期 2 名（15%）であ

った。前回の電話以降一度でも禁煙しようと

試みたかの問いに「はい」と回答した者は 8

名（62%）、実際に 1 日以上の禁煙を実行した

者は 6 名（46%）であった。平均介入時間は

7.1 分であった。12 週間後の電話介入は、登

録数が現時点で 2 名であった。禁煙中の者は

おらず、準備性は前熟考期 1 名、準備期 1 名

であった。前回の禁煙から一度でも禁煙を試

みたかの問いに「はい」と回答した者は 1 名、

2 名ともが実際に 1 日以上の禁煙を実行して

いた。 

３．追跡調査 

 介入から 1 年後の追跡調査では、禁煙成功

者は一人もいなかった。禁煙の準備性は、無

関心期 4 人（21％）、前熟考期 10 人（53％）、

熟考期 4 人（21％）、準備期 1 人（5％）と、

大幅な後退がみられた（図１）。禁煙の動機は、

初回健診時の平均値が57.5％だったのに対し、

1 年後では 47％、自信は 47％から 45.5％へ

低下した。禁煙の困難度は、初回健診時 22.8%

であり、1 年後は 20.1％であった（表３）。 

 

Ｄ．考察 

 今回のパイロット試験では、20 名を対象に

健診後の電話による禁煙介入を行った。電話

介入の期間中、準備性や動機の上昇がみられ

た。禁煙を一度でも試みようとしたかの問い

に回答した者の割合も、初回の電話から 2 回

目の電話にかけて、47%から 62%となり、実

際に 1 日以上の禁煙の実行を行った者の割合

は、24%から 46%に上昇した。このように、

今回の電話介入では、禁煙の成功の有無にま

ではいかなくとも、準備性や動機の上昇や短

期的な禁煙の実行に対してのある程度の効果

がみられた。しかし、1 年後の追跡調査では、

準備性の低下や、動機の低下などがみられた。 

 電話での禁煙介入の効果についての先行研

究は、多くの場合長期的に頻回の電話介入を

行っている。今回は電話の回数が少なく、介

入時間も 5 分程度と短かったことから、禁煙

成功に結びつかず、施行率のみの上昇となっ

たと考えられる。また、追跡期間が介入を終

えてから長かったことから、3 回程度の電話

介入では長期的な動機付けにはならず、準備

性および動機の低下につながったと考えられ

る。このことから、電話介入の実施には、介

入頻度と介入期間を多めに設定することが必

要と考えられ、職場での電話介入は困難が予

測される。今後は、電話のみにとらわれず、

インターネット媒体や、メール等を用いた研

究方法が必要と考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 企業における電話を用いた短時間の禁煙介

入（3 回）は、禁煙の準備性の改善には効果

があるかも知れないが、長期的な禁煙継続の

効果は明らかではなかった。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 
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1) Taniguchi C, Tanaka H, Oze I, Ito H, 

Saka H, Tachibana K, Tokoro A, 

Nozaki Y, Nakamichi N, Suzuki Y, 

Suehisa H, Sakakibara H. Factors 

associated with increasing body weight 

after smoking cessation therapy in 

Japan. Nursing Research 2013. 

62(6):414-421. 

2) 谷口千枝，田中英夫，武田佳司実，尾瀬

功，岡さおり，坂英雄，榊原久孝. 薬局

での対面販売による禁煙補助薬によって

禁煙成功者を生み出すのに要したコスト

の推計. 厚生の指標 2014. 61(3): 25-31. 

3) Taniguchi C, Tanaka H, Nakamura N, 

Saka H, Oze I, Ito H, Tachibana K, 

Tokoro A, Nozaki Y, Nakamichi N, 

Sakakibara H. Varenicline is more 

effective in attenuating weight gain 

than nicotine patch 12 months after 

the end of smoking cessation therapy: 

an observational study in Japan. 

Nicotine & Tobacco Research. 2014, In 

press. 

 

２．学会発表 

1) Hideo TANAKA, Chie HAYAKAWA, 

Isao OZE, Hideo SAKA. A "Tobacco 

Craving Index" is a Useful Indicator to 

Predict Success of Smoking Cessation 

in Setting of Smoking Cessation 

Therapy. The 10th Asia Pacific 

Conference on Tobacco or Health.千葉, 

2013.08.18. 

2) 田中英夫、谷口千枝．日本版クイットラ

インの開設・普及の課題．第 23 回 日本

禁煙推進医師歯科医師連盟総会．福岡

2014.2.22． 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む） 

１．特許取得 

     特になし 

 

２．実用新案登録 

     特になし 

 

３．その他 

     特になし 
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表 1．初回の禁煙の準備性別にみた対象者の属性 

  準備期 熟考期 前熟考期 総計 

n 4 12 4 20 

性別（男／女） 4(100%)/0(0%) 11(92%)/1(8%) 2(50%)/2(50%) 17(85%)/3(25%) 

年齢平均（SD） 41(9.9) 41(9.5) 42(8.9） 41.3(9.7) 

平均喫煙本数(SD) 15(6.6) 15(6.4) 21(6.7) 16.1(6.6) 

平均喫煙年数(SD) 20(8) 20(7.7) 25(7.5) 20.7(7.9) 

禁煙経験(有／なし） 3(75%)/1(25%) 10(83%)/2(27%) 3(75%)/1(25%) 16(80%)/4(20%) 

平均動機(SD) 65(16.5) 58.3(17.1) 47.5(13.8) 57.5(16.2) 

平均自信(SD) 65(31) 53.3(30.4) 10(28.4) 47(30.7) 

平均価値(SD) 17.5(38) 38(20.8) 45(43.7) 35.5(22.8) 

平均初回介入時間(SD) 17(6) 15.3(5.4) 22.5(6.3) 17.3(5.9) 

 

 

 

 

表２．登録後の経過（電話介入中） 

 
初回介入 電話介入① 電話介入② 電話介入③ 

n 20 人 17 人 13 人 2 人 

禁煙中 
 

2/17(12%) 2/13(15%) 0/2(0%) 

禁煙試行 
 

8(47%) 8(62%) 1(50%) 

禁煙実行 
 

4(24%) 6(46%) 2(100%) 

前熟考期 4(20%) 8(47%) 3(23%) 1(50%) 

熟考期 12(60%) 3(18%) 5(39%) 0(0%) 

準備期 4(20%) 4(23%) 3(23%) 1(50%) 

実行期 0(0%) 2(12%) 2(15%) 0(0%) 

動機 57.5(16.2) 52.4(19.1) 62.3(24.9) 55(7.1) 

自信 47(30.7) 47.4(29.5) 52.3(31.3) 45(7.1) 

価値 35.5(22.8) 29.4(26.1) 28.5(25.1) 50(70) 

介入時間 17.3(5.9) 6.1(2.8) 7.1(3.2) 6.5(2.1) 

電話介入①初回から 2 週間後 電話介入②初回から 4 週間後  

電話介入③初回から 12 週間後 
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図１．初回指導から追跡調査までの準備性の変化 

 

 

 

 

 

表３．初回指導から追跡調査までの、行動科学的因子の変化 

（平均値） 初回介入 電話介入① 電話介入② 電話介入③ 1 年後 

困難度 22.8% 30.3% 24.4% 38.7% 20.1% 

自信 47.0% 45.3% 54.1% 60.0% 45.5% 

動機 57.5% 52.3% 61.8% 59.2% 46.0% 

電話介入①初回から 2 週間後 電話介入②初回から 4 週間後  

電話介入③初回から 12 週間後 
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厚生労働科学研究費補助金 (第３次対がん総合戦略研究事業) 

分担研究報告書 

 

たばこ規制政策の医療経済評価と政策提言への活用 

 

研究分担者 福田 敬   国立保健医療科学院研究情報支援研究センター上席主任研究官 

研究協力者 津谷喜一郎  東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学特任教授 

五十嵐 中  東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学特任助教 

 

 

Ａ.研究目的 

禁煙に関する施策としては、平成 24 年 6月に

策定された「がん対策推進基本計画」において、

平成 34年度までに、成人喫煙率を 12%、未成年

者の喫煙率を 0%、受動喫煙については、行政機

関及び医療機関は0%、家庭は3%、飲食店は15%、

職場は平成32年までに受動喫煙の無い職場を実

現することが目標として掲げられた。 

がん対策推進基本計画において、10 年後の喫

煙率の具体的な目標を掲げて取り組みを行うこ

とは意義のあることであり、目標がなるべく早

期に達成できることが望まれる。 

一方で、このような目標を達成するためには、

禁煙を推進するための様々な方策に取り組む必

要がある。 

本研究ではこれまで、禁煙による将来の健康

状態や医療費への影響を長期にわたる推計を行

うモデルを作成して、禁煙治療による費用対効

果の検討を行ってきた。また、これとあわせて、

禁煙を推進するためのさまざまな手法が禁煙企

図率へ及ぼす影響を総合的かつ定量的に評価し、

今後の政策提言の基礎とすべく、種種の禁煙政

策が禁煙企図率に及ぼす影響についてのコンジ

ョイント分析を実施してきた。 

昨年度は、目標として掲げられた成人喫煙率

12%を達成するための施策のあり方について検討

したが、本年度は、班研究で開発した禁煙介入

の医療経済評価モデルを用いて、目標通りに喫

煙率が12%まで低下した場合の生涯医療費削減

額を、都道府県ごとに推計することとした。 

研究要旨 

本研究では、喫煙関連の疾患の 1 人当たり医療費のデータを更新した上で、班研究で開発し

た禁煙介入の医療経済評価モデルを用いて、「がん対策推進基本計画」で掲げられた成人喫煙率

12%を達成した場合の医療費削減効果を都道府県ごとに推計した。 

 喫煙率が 12%まで低下することで、割引率 3%で男性で 6.7 兆円・女性で 1.2 兆円、合計 7.9

兆円の喫煙関連疾患の医療費削減が見込める。無割引の場合は、男性で 13.7 兆円・女性で 2.9

兆円、合計では16.7兆円となる。都道府県別に見た場合は、無割引のデータで東京都の1兆9,900

億円から鳥取県の 693 億円まで大きくばらつくものの、非喫煙者も含めた人口一人あたりの医

療費削減額では東京都の 15.0 万円から秋田県の 11.1 万円まで、大きな差は見られなかった。 

 また、喫煙者に対して、喫煙を続けた場合と禁煙治療を受けた場合の将来的な関連疾患の罹

患確率や平均余命、QALY、さらに医療費の違いを提示するシミュレーションソフトを開発した。

性・年齢階級別の喫煙者数を入力して禁煙治療を受けた場合の影響を推計するもので、喫煙を

続けた場合と比べて医療費の差額を提示することにより、禁煙対策による医療費面でのメリッ

トを推計でき、禁煙対策への取り組みをサポートできるものと期待される。 



52 

推計に先立ち、肺がん等の喫煙関連疾患に罹

患した場合の 1 人あたり医療費を従来の方法に

従い、2011 年度のデータで推計を行い、値を更

新した。 

また、昨年度、分析に用いたモデルを応用し

て、将来の健康状態や医療費への影響を個人ご

とにシミュレーションするソフトを開発し、禁

煙プログラムに参加した場合と喫煙を続けた場

合の生存年数および QALY の増分、さらに医療費

の差を算出するソフトを開発したが、本年度は

このプログラムを自治体や保険者等が集団とし

て試算できるバージョンの開発を行った。 

 

Ｂ.研究方法 

1. 喫煙関連疾患の１人あたり医療費の推計 

 我々が開発したモデルでは、喫煙関連疾患と

して、19疾患を用いている。これらの疾患は、

口腔・咽頭がん 、食道がん、胃がん、肝がん、

直腸がん、膵がん、肺がん、子宮頚がん、腎が

ん、膀胱がん、高血圧性心疾患、虚血性心疾患、

大動脈瘤・解離、脳卒中、肺炎・インフルエン

ザ、慢性気管支炎・肺気腫、喘息、胃・十二指

腸潰瘍、肝硬変である。そこでこれらの疾患に

かかる１人あたり医療費を以下の方法を用いて

推計した。 

推計には厚生労働省の調査である「社会医療

診療行為別調査」1)と「患者調査」2)の公表デー

タを用いた。社会医療診療行為別調査は、毎年

５月診療分の診療報酬請求明細書（レセプト）

から抽出して集計されているもので、組合健保、

協会けんぽ、国民健康保険、さらに後期高齢者

医療制度のデータを含んでいる。患者調査は３

年に１回実施されている調査で、全国の病院、

診療所からサンプル抽出された医療機関を対象

とし、調査日として指定された10月中の1日につ

いて、その日に入院あるいは外来で診療を受け

た患者について、患者の性別・年齢・疾患等の

情報を収集している。患者調査は、３年に１回

の実施であるため、本研究の推計時点での最新

のデータである2011年度（平成23年度）データ

を用いて推計を行った。これと時点をあわせる

ために、社会医療診療行為別調査についても2011

年度のデータを用いることとした。なお、2011

年度の患者調査については震災の影響のため宮

城県の一部および福島県が含まれていないため、

2012年度に実施された福島県調査のものを加え

て算出した。 

推計は疾患分類別に行ったが、その際の分類

は厚生労働省の疾患中分類によった。患者調査

では、さらに詳細な疾患小分類単位での患者数

の把握が可能であったが、社会医療診療行為別

調査の公表データでは、疾患中分類が最も詳細

な分類であったため、これにあわせることとし

た。また喫煙関連疾患として取り上げているも

のは疾患中分類と合致しないものもあるため、

疾患中分類にそろえて推計することとした。 

 推計は、疾患分類別に、社会医療診療行為別

調査から推計した１日当たり診療単価と患者調

査から推計した年間延受療日数をもとに以下の

式で行った。 

 

疾患分類別年間医療費 ＝ Σ （1日当たり診

療単価）×（年間延受療日数） 

＝ Σ （1日当たり診療単価）×（推計患者数）

×（診療日数） 

 

 医療費については、年齢により違いがある可

能性がある。患者調査からは５才きざみの患者

数の推計値が把握できるが、社会医療診療行為

別調査では年齢別の集計はなく、後期高齢者医

療制度における診療分（以下、老人）とそれ以

外の一般診療分（以下、一般）に分けて医療費

が集計されているため、診療単価を「一般」と

「老人」の２つの区分について算出し、患者調

査における75才未満の受療日数と75才以上の受

療日数とを用いて推計した。 

 

 具体的な推計手順は以下の通りである。 
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1) 1日あたり診療単価 

・「社会医療診療行為別調査」から、精神疾患

の疾患中分類別に総点数および診療実日数を抽

出し、１日あたり診療単価を算出する。 

2)推計患者数 

・「患者調査」から推計患者数（調査日１日に

病院、一般診療所で受療した患者の推計数）に

ついて、以下の区分で把握した。 

入院・外来別／男女別／年齢階級別（75才未満、

75才以上） 

3)診療日数 

 入院については、患者調査の調査時点での入

院患者数が年間を通じて入院しているものと仮

定し、診療日数を365日とした。ただし、この仮

定は必ずしも同じ患者が１年中入院していると

いうことではなく、退院する患者および新たに

入院する患者が発生したとしても毎日の患者数

は変化がないという仮定である。外来について

も、毎日ほぼ同数の外来患者が受診していると

仮定をしたが、医療機関の休診日の影響を考慮

するため、患者調査における総患者数の推計の

際に用いられている調整係数を用い、313日（＝

365×6/7）とした。 

 具体的な算出式は以下の通りである。 

患者１人あたり年間医療費を疾患中分類ごとに推計する。

（患者１人あたり医療費）＝（年間総医療費）／（総患者数）

（年間総医療費）＝（入院総医療費）＋（外来総医療費）
（入院総医療費）＝（一般・１日あたり医療費）×（75才未満・延入院日数）

＋（長寿・１日あたり医療費）×（75才以上・延入院日数）

社会医療診療行為別調査より入院・外来別、一般・長寿別に算出
（１日あたり医療費）＝（総点数）／（診療実日数）

患者調査より、75才未満および75才以上で算出
（延入院日数）＝（推計入院患者数）×３６５日
（延外来日数）＝（推計外来患者数）×３６５日×（6/7）
（総患者数）は患者調査の推計値をそのまま使用。

※2011年度データを用いて算出したが、患者調査については震災の影響の
ため宮城県の一部および福島県が含まれていないため、2012年度の福島県
調査のものを加えて算出した。  
 

2.成人喫煙率12％を達成した場合の医療費削減

効果の都道府県別推計 

 班研究で開発した禁煙介入の医療経済評価モ

デル（以下、モデルと略記）と、喫煙率が12%ま

で低下した場合の各都道府県ごとの喫煙者減少

人数を用いて、総医療費削減額を推計した。 

 開発したモデルは、各種禁煙介入の禁煙成功

率を入力すると期待医療費および期待アウトカ

ム（生存年数もしくは質調整生存年数）が出力

される構造を取るが、今回は医療費のみの推計

結果を用いた。 

 モデルの構造が10歳刻みとなっており、また

目標達成 (平成34年)までの喫煙率の推移は不明

である。そのため、以下の仮定を置いて推計を

行った。 

(1) 2013年現在20-29歳の喫煙者人口を計算する。 

(2) 2013年現在の30-39歳の喫煙率と、目標が達

成された2022年現在の30-39歳の推計喫煙率の差

分を計算する。 

(3)(2)で計算された差分に、(1)の喫煙者人口を

乗じて、年代ごとの喫煙者減少数を算出する。 

(4)モデルから得られた「30歳で禁煙に成功した

場合の生涯医療費削減額」に、(3)の喫煙者減少

総数を乗じて、総削減額を求める。 

 

 喫煙率は国民健康栄養調査の数値を用い、こ

れに都道府県別の人口を乗じて、喫煙者減少数

と生涯医療費削減額を推計した。推計は性・年

代別に実施した。 

 なお喫煙関連疾患の医療費は、前述の2011年

現在のデータ (社会医療診療行為別調査および

患者調査からの推計)に更新した。 

 

3. 禁煙による健康状態や医療費への影響を集

団で算出するシミュレーションソフトの開発 

 開発したモデルにより、禁煙による将来的な

喫煙関連疾患の罹患確率やそれによる平均余命

への影響、さらに QOL を考慮した質調整生存年

（QALY）への影響を推計し、また、将来発生す

るであろう医療費を算出することができる。こ

れは様々な禁煙介入の方法の評価に応用するこ

とができると考えられるが、一方で、このよう

な推計を禁煙を検討している者に提示すること
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により、禁煙治療へ参加するきっかけにできる

可能性がある。 

 そこで、本研究で作成したモデルをもとに、

喫煙者が、ある年齢で禁煙治療を受けた場合を、

喫煙を継続した場合と比較して、将来的な喫煙

関連疾患の罹患確率、生存年数、QALY、および

医療費を web 上で計算できるシミュレーション

ソフトを開発した。昨年度は個人単位での算出

が可能なものとしたが、今年度は自治体や保険

者等の集団を想定して算出ができるものとした。 

モデルの設定として、20 才から 1 日 20 本程

度の喫煙を継続していることを想定し、性・年

齢階級別の喫煙者数を入力し、現時点で禁煙治

療に参加した場合の推計が行えるものとした。

推計結果は、胃がん、肺がん、口腔・咽頭がん、

食道がん、肝がん、直腸がん、腎がん、膵がん、

膀胱がん、子宮頸がん、そして、心筋梗塞、脳

梗塞の各疾患について将来 5才ごとの各年代で

の発生率を考慮し、これを元に推計した期待余

命および期待 QALY を提示する。期待余命の推計

にあたっては、喫煙関連疾患以外での死亡も考

慮している。また、喫煙を続けた場合にかかる

と推計されるタバコ代についても参考値として

算出した。 

 将来的な生存年数や QALY、医療費の推計にあ

たっては、将来的なこれらの価値を現在価値に

換算する割引という操作をすることが一般的で

ある。本研究においても、超過医療費の推計等

では、年 3%の割引率を適用しており、シミュレ

ーションソフトの開発にあたっても、同様にデ

フォルトとして年3%の割引率を適用した推計と

なっている。ただし、この操作により期待余命、

QALY、医療費とも将来のものは実際の値よりも

小さく見えることになるため、設定によっては

割引しない値の提示が求められたり、3%以外の

割引率を適用した値を求められる可能性を考慮

し、割引率を変更可能なようにした。 

 

Ｃ.研究結果 

1.喫煙関連疾患の１人あたり医療費の推計 

 推計した喫煙関連疾患の１人あたり年間医療

費を表1に示す。喫煙に大きく関連している肺が

んでは338万円となり、それ以外のがんでも200

万円を超えるものが多かった。がん以外の疾患

では、肺炎の１人あたり医療費が578万円と大き

かった。 

 2002年度データで推計したものと比較すると、

肺がんについては234万円であったため、１人当

たり医療費が約100万円増加していた。他の疾患

についても概ね同様の傾向が見られた。 

 

2. 成人喫煙率12％を達成した場合の医療費削減

効果の都道府県別推計 

 喫煙者と非喫煙者の1人当たり生涯医療費推計

結果を表2に示す。男性では、生涯医療費の差額

は無割引の場合156万円 (70歳)から274万円 (30

歳)、3%割引の場合90万円 (30歳)から144万円 

(60歳)となった。 

女性では、生涯医療費の差額は無割引の場合

87万円 (70歳)から191万円 (30歳)、3%割引の場

合59万円 (30歳)から90万円 (50歳)となった。 

 無割引の場合は禁煙年齢が早いほど医療費削

減幅も大きくなるが、割引を適用した場合は、

とくに30歳・40歳での禁煙の場合には喫煙関連

疾患に罹患するまでに時間がかかることから、

割引の影響をより強く受けることとなり、見か

け上の医療費削減幅が小さくなる。 

 表3aから3cに、都道府県別および日本全体で

の推計医療費削減額を示した。日本全体では、

喫煙率が12%まで低下することによって、割引率

3%で男性で6.7兆円・女性で1.2兆円、合計7.9兆

円の喫煙関連疾患の医療費削減が見込める。無

割引の場合は、男性で13.7兆円・女性で2.9兆円、

合計では16.7兆円となる。 

 都道府県別に見た場合は、無割引のデータで

東京都の1兆9,900億円から鳥取県の693億円まで

大きくばらつくものの、非喫煙者も含めた人口

一人あたりの医療費削減額では東京都の15.0万
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円から秋田県の11.1万円まで、大きな差は見ら

れなかった。 

 

3. 禁煙による健康状態や医療費への影響を集

団で算出するシミュレーションソフトの開発 

 開発したシミュレーションソフトは、設定と

して、性別と年代（5 才ごと）の喫煙者の人数

を入力する形式とした。さらに受ける禁煙対策

を選択することにより、この対象者全員が禁煙

対策を受けた場合の将来的な健康状態および医

療費の推計を出力する。禁煙対策としては、「今

すぐ禁煙」「ニコチンパッチによる禁煙治療」

「内服薬による禁煙治療」が選択できるように

した。 

推計結果として、これらの対象者が 90 才に達

するまで喫煙を続けていた場合と現時点で禁煙

治療に参加した場合の期待余命、期待 QALY、さ

らに期待医療費を総額および 1人あたりで算出

した値を表示し、この差分も表示するようにし

た（図１）。 

医療費については、禁煙治療によるものも医

療費として含めるため、治療を受けた時点では

喫煙継続よりも費用がかかる設定となっている。

また、医療費のうち３割を自己負担と仮定した

場合の自己負担金額の提示も選択できるように

した。保険診療による自己負担は一般の人では

３割負担であるが、年齢によって軽減され、さ

らに高額療養費等のしくみもあるため、厳密に

推計することは難しい。そこで今回は一律３割

の負担と仮定して、参考値として自己負担金額

での提示を取り入れた。 

 喫煙関連疾患の罹患確率は、今後様々な研究

により喫煙との関連が明らかになった場合に反

映できるようにパラメータ設定ファイルにより

変更できるようにした。 

 

Ｄ.考察 

1.喫煙関連疾患の１人あたり医療費の推計 

 今回、2011 年度の公表データを用いて疾患別

の1人あたり医療費の推計を行った。その結果、

例えば喫煙との関連が大きい肺がんについては

2002 年度には約 234 万円だったものが 2011 年

度には約 338 万円とおよそ 100 万円ほど増加し

ていた。他のがんや脳卒中、肺炎などの費用も

大きく増加していた。医療費の増加には医療技

術の進歩が寄与していることが知られており、

様々な治療法が開発されることで、年々増加し

ている。もちろん新規の医療技術により生存年

数の延長等のメリットがもたらされることは重

要であるが、医療費増加を考慮すると禁煙によ

りこれらの疾患の予防が可能であれば、その意

義はますます大きくなるものと考えられる。 

 

2. 成人喫煙率12％を達成した場合の医療費削減

効果の都道府県別推計 

 医療費データを更新した上で、禁煙成功にと

もなうたばこ関連疾患の生涯医療費削減額を推

計し、さらに都道府県別の推計を新たに実施し

た。 

 喫煙率が 12%まで低下することで、割引率 3%

で男性で 6.7 兆円・女性で 1.2 兆円、合計 7.9

兆円の喫煙関連疾患の医療費削減が見込める。

無割引の場合は、男性で 13.7 兆円・女性で 2.9

兆円、合計では 16.7 兆円となる。 

 日本全国での推計にあわせて、都道府県別の

推計結果が得られた。禁煙政策の推進に関して

は、国レベルの取り組みのみならず、各地で実

施されている公共空間での禁煙政策の強化（路

上喫煙に対する罰金の導入や、飲食店の禁煙化

など）も有用であることは、昨年度までに班研

究で行ったコンジョイント分析の結果からも明

らかである。 

 地方自治体レベルでの喫煙率低下の財政的影

響（医療費削減効果）が定量的に明らかになっ

たことは、禁煙政策の推進に有用である。 

 さらに、今回の推計方法は、性・年齢別の人

口分布が得られれば、都道府県のみならず市区

町村単位、あるいは特定の保険者単位での推計
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にも応用可能である。汎用性の高い推計方法を

確立できたことは、今後のよりきめ細かな禁煙

政策の実現に資すると考える。 

 

3. 禁煙による健康状態や医療費への影響を集

団で算出するシミュレーションソフトの開発 

今年度は、喫煙者に対して、喫煙を続けた場

合と禁煙治療を受けた場合の将来的な関連疾患

の罹患確率や平均余命、QALY、さらに医療費の

違いを提示するシミュレーションソフトについ

て、昨年度作成した個人単位の推計を拡張し、

集団単位で算出できるものとした。形式として

は、性・年齢階級別の喫煙者数を入力して禁煙

治療を受けた場合の影響を推計するもので、喫

煙を続けた場合と比べて医療費の差額を提示す

ることにより、禁煙対策による医療費面でのメ

リットを推計でき、禁煙対策への取り組みをサ

ポートできるものと期待される。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、喫煙関連の疾患の 1人当たり医

療費のデータを更新した上で、班研究で開発し

た禁煙介入の医療経済評価モデルを用いて、「が

ん対策推進基本計画」で掲げられた成人喫煙率

12%を達成した場合の医療費削減効果を都道府

県ごとに推計した。 

 喫煙率が 12%まで低下することで、割引率 3%

で男性で 6.7 兆円・女性で 1.2 兆円、合計 7.9

兆円の喫煙関連疾患の医療費削減が見込める。

無割引の場合は、男性で 13.7 兆円・女性で 2.9

兆円、合計では 16.7 兆円となる。都道府県別に

見た場合は、無割引のデータで東京都の 1 兆

9,900 億円から鳥取県の 693 億円まで大きくば

らつくものの、非喫煙者も含めた人口一人あた

りの医療費削減額では東京都の15.0万円から秋

田県の 11.1 万円まで、大きな差は見られなかっ

た。 

 また、喫煙者に対して、喫煙を続けた場合と

禁煙治療を受けた場合の将来的な関連疾患の罹

患確率や平均余命、QALY、さらに医療費の違い

を提示するシミュレーションソフトを開発した。

性・年齢階級別の喫煙者数を入力して禁煙治療

を受けた場合の影響を推計するもので、喫煙を

続けた場合と比べて医療費の差額を提示するこ

とにより、禁煙対策による医療費面でのメリッ

トを推計でき、禁煙対策への取り組みをサポー

トできるものと期待される。 
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表１ 喫煙関連疾患の１人あたり医療費の推計値 

 

喫煙関連疾患 傷病中分類 中分類コード 2002 2008 2011
(千円) (千円) (千円)

1 口腔・咽頭がん その他の悪性新生物 b-0210 1,763 2,002 2,304
2 食道がん　 その他の悪性新生物 b-0210 1,763 2,002 2,304
3 胃がん 胃の悪性新生物 b-0201 1,134 1,549 1,610
4 肝がん　 肝及び肝内胆管の悪性新生物 b-0204 2,655 2,442 2,499
5 直腸がん 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 b-0203 1,483 2,185 2,814
6 膵がん その他の悪性新生物 b-0210 1,763 2,002 2,304
7 肺がん 気管，気管支及び肺の悪性新生物 b-0205 2,342 2,654 3,381
8 子宮頚がん 子宮の悪性新生物 b-0207 1,098 1,570 1,537
9 腎がん その他の悪性新生物 b-0210 1,763 2,002 2,304

10 膀胱がん その他の悪性新生物 b-0210 1,763 2,002 2,304

11 高血圧性心疾患 高血圧性心疾患 b-0901 193 427 178
12 虚血性心疾患 虚血性心疾患 b-0902 630 876 1,036
13 大動脈瘤・解離 その他の循環器系の疾患 b-0912 1,111 2,206 2,080
14 脳卒中　※ 1,319 1,442 1,780

くも膜下出血 b-0904 2,414 2,965 5,044
脳内出血 b-0905 2,033 2,576 3,267
脳梗塞 b-0906 1,161 1,173 1,407

15 肺炎 肺炎 b-1004 4,338 4,976 5,789
16 慢性気管支炎・肺気腫 慢性閉塞性肺疾患 b-1009 582 611 678
17 喘息 喘息 b-1010 337 113 286
18 胃・十二指腸潰瘍 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 b-1104 334 434 407
19 肝硬変 肝硬変(アルコール性のものを除く） b-1108 425 1,041 1,060

※総患者数で重み付けした平均値  
 

 

 

表２ 喫煙者および禁煙者の１人当たり生涯医療費の推計結果 

（円）

（男性) 喫煙者生涯医療費 禁煙者生涯医療費 差額 喫煙者生涯医療費 禁煙者生涯医療費 差額
30歳 6,049,091 3,304,437 2,744,654 1,974,043 1,074,822 899,221
40歳 6,055,999 3,299,358 2,756,641 2,565,106 1,405,671 1,159,435
50歳 5,899,429 3,240,902 2,658,527 3,167,597 1,758,676 1,408,921
60歳 5,728,268 3,514,322 2,213,946 3,814,717 2,375,395 1,439,322
70歳 4,839,086 3,279,675 1,559,411 3,759,961 2,546,138 1,213,823

(女性) 喫煙者生涯医療費 禁煙者生涯医療費 差額 喫煙者生涯医療費 禁煙者生涯医療費 差額
20-29歳 4,232,571 2,317,963 1,914,608 1,320,907 735,692 585,215
30-39歳 4,148,967 2,294,553 1,854,414 1,674,786 960,422 714,364
40-49歳 4,029,306 2,243,005 1,786,301 2,081,960 1,186,767 895,193
50-59歳 3,753,661 2,348,782 1,404,879 2,393,725 1,538,562 855,163
60-69歳 2,948,088 2,080,772 867,316 2,223,548 1,595,333 628,215

無割引 割引3%

無割引 割引3%
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図１ 禁煙による健康状態や医療費への影響を集団で算出するシミュレーションソフトの画面（例） 
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厚生労働科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略研究事業） 
分担研究報告書 

 
たばこ規制政策の効果予測システムの確立と政策提言への活用 

 
研究分担者 片野田耕太 独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部 室長 

 
 

研究要旨 
 受動喫煙防止の法制化（CA: Clean Air）、健診等の場での禁煙短期介入の普及（BI: Brief 
Intervention）、およびクイットラインの普及（QL: Quitline）の 3 つのたばこ対策について、
単独および組み合わせによる禁煙率増加効果の推計を行った。また、年齢、喫煙年数、禁煙後
経過年数に基づく死亡数推計モデルにより、「2013年に成人喫煙率12%の目標が実現した場合」、
および「2022 年に成人喫煙率 0%が実現した場合」の 2 つのシナリオで、がん、循環器疾患、
および全死亡の 20 年間の累積回避死亡数（40～79 歳）を、国、都道府県について推計した。
たばこ対策単独では、CA および BI がそれぞれ集団禁煙率 1.10 倍および 1.12 倍と同程度、QL
は 1.05 倍と効果が小さかった。2 つの対策の組み合わせでは、CA+BI では 1.26 倍で最も効果
が大きく、CA+QL および BI+QL ではそれぞれ 1.16 倍および 1.15 倍であった。3 つの対策の
組み合わせの効果は 1.31 倍であった。3 つの対策の組み合わせによる効果は、約 4 割の再喫煙
率を考慮すると年禁煙率 3.5%に相当し、この禁煙率が減衰なく 10 年間続くと仮定すると、2022
年の喫煙率は 14%になると予想された。回避死亡数の推計結果は、全国で「2013 年に 12%」シ
ナリオで 281,300 人（がん 154,000 人、循環器疾患 98,000 人）、「2022 年に 0％」シナリオで
432,800 人（がん 237,000 人、循環器疾患 147,900 人）の死亡が 20 年間に回避できると推計さ
れた。これら 20 年間の回避死亡数の年平均値を 2012 年の交通事故死亡数（30 日以内）5,237
人と比較すると、「2013 年に 12%」シナリオで約 3 倍、「2022 年に 0％」で約 4 倍であった。
たばこ対策は疾病負荷減少効果が高い健康政策であり、国の数値目標の実現には包括的な対策
の実施が必要である。 

 
 
Ａ．研究目的 

 2012 年 6 月に策定された「がん対策推進

基本計画」、および 2013 年度からの次期国民

健康づくり運動プラン（健康日本 21）では、

「2022 年度までに成人喫煙率を 12%とする

こと」が数値目標として掲げられた。2012

年国民健康・栄養調査の成人喫煙率は 20.7%

であり、10 年間で変化率 40%以上の減少を

実現することになる。たばこ税が値上げされ

た 2010 年を境に喫煙率はわずかながら増加

傾向を見せており、数値目標の実現のために

は科学的根拠に基づく政策を効果的に組み合

わせて実行することが不可欠である。本研究

では、昨年度までに健診等の場所での短期介

入の普及、およびクイットラインによる喫煙

率減少効果を推計してきた。本年度は、これ

らに、公共の場所での禁煙法制化を加えた 3

つの政策の組み合わせの効果を推計すること

を目的とした。また、喫煙率の減少を実現し

た場合の回避死亡数を都道府県別で推計する

ことも合わせて目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

①たばこ対策による喫煙率減少効果の推計 

受動喫煙防止の法制化（CA: Clean Air）、

健診等の場での禁煙短期介入の普及（BI: 

Brief Intervention）、およびクイットライン

の普及（QL: Quitline）の 3 つのたばこ対策

について、単独および組み合わせによる禁煙

率増加効果の推計を行った。本研究班で開発

した、集団禁煙率を禁煙試行率、禁煙試行者

の禁煙手法分布、および禁煙手法別の禁煙成

功率で算出するモデルを用いて[1]、たばこ対

策別に、ベースラインの 3 か月禁煙率 4.3%
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（40～69 歳男性喫煙者）が何倍に増加する

かを推計した。CA は禁煙試行率に、BI は禁

煙試行率および禁煙治療利用割合に、QL は

禁煙成功率に影響するものとし、それぞれの

効果および必要な変数は、メタアナリシスを

中心とした先行研究および本研究班で実施し

ている「喫煙者の禁煙行動のモニタリング調

査」に基づいた（図 1）。なお、CA について

は喫煙者への直接介入ではないことから、禁

煙治療利用割合および禁煙成功率が一定程度

減衰するものとし、QL についてはメディア

効果として喫煙者全体への禁煙誘導効果も含

むものとした。 

 

②喫煙率の減少による回避死亡数の推計 

本研究班で開発した、年齢、喫煙年数、禁

煙後経過年数に基づく死亡数推計モデルによ

り[2]、「2013 年に成人喫煙率 12%の目標が実

現した場合」、および「2022 年に成人喫煙率

0%が実現した場合」の 2 つのシナリオで、が

ん、循環器疾患、および全死亡の 20 年間の

累積回避死亡数を 40～79 歳について推計し

た。回避死亡数は、喫煙習慣が今後変わらな

いと仮定したシナリオと比較して算出した。 

（倫理面への配慮） 本研究では公表された

データ（本報告書を含む）のみを使用してい

るため、倫理的な問題は生じない。 

 

Ｃ．研究結果 

①たばこ対策による喫煙率減少効果の推計 

推計結果を図 2 に示す。たばこ対策単独で

は、CA および BI がそれぞれ禁煙率 1.10 倍

および 1.12 倍と同程度、QL は 1.05 倍と効

果が小さかった。2 つの対策の組み合わせで

は、CA+BIでは1.26倍で最も効果が大きく、

CA+QL および BI+QL ではそれぞれ 1.16 倍

および 1.15 倍であった。3 つの対策の組み合

わせの効果は 1.31 倍であった。3 つの対策の

組み合わせによる効果は、再喫煙率を考慮す

ると年禁煙率 3.5%に相当し、この禁煙率が

減衰なく 10 年間続くと仮定すると、2022 年

の喫煙率は 14%になると予想された。 

 

②喫煙率の減少による回避死亡数の推計 

全国では「2013 年に 12%」シナリオで

281,300 人（がん 154,000 人、循環器疾患

98,000 人）、「2022 年に 0％」シナリオで

432,800 人（がん 237,000 人、循環器疾患

147,900 人）の死亡が 20 年間に回避できる

と推計された（表 1、2）。これら 20 年間の

回避死亡数の年平均値を 2012 年の交通事故

死亡数（30 日以内）5,237 人と比較すると、

「2013 年に 12%」シナリオで約 3 倍、「2022

年に 0％」で約 4 倍であった。 

都道府県のたばこ対策の資料として有効活

用できるように、同様の推計を都道府県別に

も行った。人口が最も多い東京都において、

「2013 年に 12%」シナリオで 27,000 人（が

ん 14,800 人、循環器疾患 9,000 人）、「2022

年に 0％」シナリオで 41,300 人（がん 22,500

人、循環器疾患 13,400 人）の死亡が 20 年間

に回避できると推計された。 

 

Ｄ．考察 

①たばこ対策による喫煙率減少効果の推計 

 受動喫煙防止の法制化、健診等の場での禁

煙短期介入の普及、およびクイットラインの

普及の 3 つのたばこ対策の中では、クイット

ラインの効果が最も小さかった。本研究で用

いたモデルでは、クイットラインの禁煙試行

率増加効果（メディアキャンペーンを想定）

が他の 2 つの対策と比べて小さいため（1.07

倍 vs. 1.2～1.3 倍）、禁煙率の増加につなが

らなかったと考えられる。欧米諸国や韓国、

台湾などで実施されているクイットラインは、

メディアキャンペーンなどと組み合わされ、
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喫煙者全体の禁煙試行を高める対策である。

ただ、メディアキャンペーンのような間接的

な介入は、医療者が喫煙者に対面で行う介入

や、喫煙を法的に禁止する措置に比べて効果

が小さい。クイットラインの禁煙成功率増加

効果は 1.23 倍または 1.3 倍と大きいが、禁煙

試行率が 20%前後と低い現状のままでは、対

象となる集団が小さく効果に結びつきにくい。

クイットラインの普及をたばこ対策として実

施するのであれば、健診等の場での短期介入

の普及や、受動喫煙防止の法制化など、禁煙

試行率への効果が期待できる対策と組み合わ

せることが望ましい。 

 2 つの対策の組み合わせでは、受動喫煙防

止の法制化と、健診等の場での短期介入の普

及の組わせの効果が最も大きかった。これら

の 2 つの対策の組み合わせでは、喫煙者全体

への広い介入と対面での介入の両方が可能で

ある。これら 2 つの対策にさらにクイットラ

インを組み合わせ、個人単位で禁煙成功まで

のフォローを可能とすれば、喫煙者の禁煙行

動を包括的にカバーし、かつ高い効果の政策

パッケージとなる。 

 本研究で検討した 3 つのたばこ対策を組み

合わせた場合の禁煙率増加率（1.31 倍）が

10 年間続くと仮定した場合、2022 年の喫煙

率は 14%となると予想され、がん対策推進基

本計画および次期健康日本 21 の数値目標に

は届かない。この推計は、たばこ対策の効果

が減衰せずに継続した場合であって、実際は

年を追うごとに対策の効果は減衰することが

予想される。わが国では、たばこ税が値上げ

された 2010 年を境に喫煙率はわずかながら

増加傾向を見せている。この背景として、依

存度が高い、あるいは対策への反応性の低い

喫煙者が禁煙できずに残っている可能性が考

えられる。数値目標の実現のためには、たば

こ税の値上げなど効果の大きい対策をブース

ターのような形で追加する必要性がでてくる

と考えられる。 

 

②喫煙率の減少による回避死亡数の推計 

 本研究での用いた回避死亡数の推計モデル

は、国全体のがん死亡率の推計において妥当

性が確認されたものである[2]。本研究ではそ

のモデルを都道府県別に当てはめた。人口お

よび喫煙率は都道府県の値を用いている。国

全体の推計値と、都道府県別の推計値の合計

との誤差は最大約 7%である。東京都の人口

は全国の約 10%であり、回避死亡数の推計値

も 9%-10%である。また、青森県と奈良県は

人口が同じ規模だが、喫煙率が奈良県より高

い青森県の方が回避死亡数が大きかった。こ

れらのことから、都道府県別の推計において

も妥当な推計ができていると考えられる。 

表 3 には、参考として年間喫煙起因死亡数

の推計値および年間交通事故死亡数の実測値

を示した。わが国では、成人喫煙率が男女計

で 20%近くまで下がった現在においても、喫

煙起因死亡数は年間 13 万人以上である。こ

の値は、たばこの健康影響が極めて長期にわ

たって継続することを示すものである。喫煙

起因死亡数は、たばこが過去に遡って存在し

なかったと仮定した場合の回避死亡数であり、

たばこ対策の仮想的な最大効果と考えること

ができる。実際のたばこ対策の効果をこの最

大効果に近づけるためには、より低い喫煙率

を、より早く実現する必要がある。本研究で

検討した 2 つのシナリオでも、喫煙率を今す

ぐ 12%にするより、10 年間かけて 0%にする

方が、効果が最大約 1.5 倍程度であった。が

ん対策推進基本計画および次期健康日本 21

の数値目標は10年間で12%となっているが、

たばこ対策の潜在的な効果を考えると、数値

目標以上の喫煙率減少を目指す価値がある。 

 表 3 には、同じく参考として、年間の交通
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事故死亡数を示した。本研究で推計した 20

年間の回避死亡数を年平均にすると「2013

年に 12%」シナリオ約 1 万 4 千人、「2022 年

に 0％」シナリオで約 2 万 1 千人であり、交

通事故死亡数の約 5 千人と比べて 3 倍または

それ以上の規模である。同様の比較を 10 年

間の回避死亡数で行った場合でも、年平均回

避死亡数は「2013 年に 12%」シナリオ約 9

千人、「2022 年に 0％」シナリオで約 1 万 1

千人であり、年間交通事故死亡数より多い。

このことは、成人喫煙者を対象としたたばこ

対策が、短期的に見ても大きな政策効果を実

現できることを示している。 

 

Ｅ．結論 

たばこ対策は疾病負荷減少効果が高い健康

政策であり、国の数値目標の実現には包括的

な対策の実施が必要である。 
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図2. たばこ対策の禁煙率増加効果の比較
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CA: Clean Air （受動喫煙防止の法制化）
BI: Brief Intervention （健診等の場での禁煙短期介入の普及）
QL: Quitline （クイットラインの普及）
Media: メディアキャンペーン
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表1. 「2013年に喫煙率12%」の目標を実現することによる回避死亡数の推計値（40～79歳）*

国・都道府県
男女計 男 女 がん 循環器疾患 全死亡 がん 循環器疾患 全死亡

国 21.2 33.1 10.4 46,900 26,300 85,600 154,000 98,000 281,300
北海道 1 24.8 35.0 16.2 3,000 1,700 5,300 9,800 6,200 17,100
青　森 2 24.7 38.6 12.7 800 500 1,600 2,800 2,100 5,400
岩　手 3 22.4 35.4 10.1 600 400 1,200 2,000 1,600 3,900
宮　城 4 22.9 35.4 11.2 1,000 600 1,700 3,400 2,300 6,200
秋　田 5 22.5 37.4 9.8 500 300 1,000 1,900 1,100 3,400
山　形 6 20.6 33.2 8.9 400 200 800 1,500 900 2,700
福　島 7 23.0 36.2 10.5 1,000 600 1,900 3,400 2,600 6,400
茨　城 8 21.4 34.1 9.1 1,200 700 2,200 4,000 2,800 7,600
栃　木 9 22.8 35.7 10.7 900 600 1,800 3,200 2,500 6,200
群　馬 10 22.8 34.1 11.3 900 500 1,700 2,900 2,100 5,500
埼　玉 11 22.7 34.0 11.8 3,100 1,900 5,700 10,500 7,100 19,200
千　葉 12 22.8 34.4 11.5 2,600 1,700 4,800 8,600 6,400 16,100
東　京 13 20.3 30.3 11.4 4,200 2,300 7,700 14,800 9,000 27,000
神奈川 14 22.1 32.7 11.9 3,500 1,900 6,100 11,700 7,100 20,800
新　潟 15 21.0 33.0 9.7 1,000 500 1,700 3,300 2,000 5,800
富　山 16 20.4 35.6 7.5 400 200 800 1,400 900 2,600
石　川 17 19.8 31.1 9.3 400 200 700 1,300 800 2,200
福　井 18 18.7 29.9 6.2 200 100 400 700 400 1,400
山　梨 19 21.7 34.2 9.3 300 200 600 1,100 700 2,200
長　野 20 19.7 32.7 8.2 600 400 1,200 2,100 1,400 4,000
岐　阜 21 19.5 32.6 7.5 700 400 1,200 2,100 1,400 3,900
静　岡 22 20.9 32.9 9.7 1,400 800 2,600 4,700 3,200 8,800
愛　知 23 21.7 34.3 9.9 2,900 1,500 5,200 9,600 5,400 17,200
三　重 24 20.3 32.9 9.1 600 400 1,200 2,000 1,300 3,800
滋　賀 25 19.1 30.8 7.5 400 200 700 1,200 700 2,200
京　都 26 19.1 29.9 9.7 800 400 1,400 2,600 1,600 4,500
大　阪 27 22.3 33.6 12.3 4,000 2,200 7,200 13,000 7,900 23,100
兵　庫 28 19.0 31.3 8.2 1,800 900 3,100 5,900 3,200 10,200
奈　良 29 18.2 29.7 7.8 400 200 600 1,200 700 2,100
和歌山 30 19.3 31.3 8.6 400 200 700 1,200 700 2,200
鳥　取 31 19.1 30.2 6.6 200 100 400 700 400 1,300
島　根 32 17.3 29.3 5.4 200 100 300 600 300 1,100
岡　山 33 19.6 32.8 7.7 700 300 1,200 2,100 1,300 3,900
広　島 34 19.5 32.7 7.6 1,000 500 1,700 3,100 1,900 5,500
山　口 35 18.5 30.5 8.1 500 300 900 1,500 900 2,700
徳　島 36 18.4 31.3 7.6 200 100 500 800 500 1,500
香　川 37 20.2 34.2 8.5 400 200 700 1,200 800 2,300
愛　媛 38 18.9 31.1 7.7 500 300 900 1,600 1,100 3,100
高　知 39 19.9 32.0 8.9 300 200 600 900 600 1,800
福　岡 40 22.7 35.1 11.8 2,300 900 3,900 7,700 3,500 13,300
佐　賀 41 21.3 34.7 7.7 400 200 600 1,300 700 2,200
長　崎 42 20.6 34.9 8.9 600 300 1,100 2,000 1,200 3,600
熊　本 43 19.7 32.8 8.6 600 300 1,100 1,900 1,200 3,700
大　分 44 19.7 32.0 7.6 400 200 800 1,400 800 2,500
宮　崎 45 21.1 35.1 8.4 400 200 800 1,500 900 2,800
鹿児島 46 18.4 32.3 6.8 600 300 1,100 1,900 1,200 3,700
沖　縄 47 20.4 32.2 9.3 400 200 800 1,400 1,000 3,000

† 国は国民健康・栄養調査（2011年）、都道府県は国民生活基礎調査（2010年）の値。
‡ 男性のがん・循環器疾患は年齢、喫煙年数、禁煙後経過年数を用いたモデルで推計（Katanoda K, et al. Jpn J Clin Oncol
2011;41:483-9）。全死亡および女性のがん・循環器疾患は、男性のがんの推計値に人口寄与危険割合の比および人口動態統
計死亡数の比を乗じて推計（がん患者の期待に応えるがん対策推進基本計画の策定のために参考資料
§ 「死亡数の減少率」は、2011年死亡数の年数倍との比（人口の変化は国立社会保障・人口問題研究所推計人口で補正）。

* 回避死亡数は、喫煙率が現状と変わらないと仮定した場合との死亡数の差。

回避死亡数　10年間（2013～2022年）‡,§ 回避死亡数　20年間（2013～2033年）‡成人喫煙率†
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表2. 「2022年に喫煙率0%」の目標を実現することによる回避死亡数の推計値（40～79歳）*

国・都道府県
男女計 男 女 がん 循環器疾患 全死亡 がん 循環器疾患 全死亡

国 21.2 33.1 10.4 60,400 33,500 110,200 237,000 147,900 432,800
北海道 1 24.8 35.0 16.2 3,100 1,700 5,400 11,800 7,400 20,800
青　森 2 24.7 38.6 12.7 800 600 1,700 3,400 2,500 6,600
岩　手 3 22.4 35.4 10.1 700 500 1,300 2,700 2,100 5,200
宮　城 4 22.9 35.4 11.2 1,100 600 1,900 4,500 2,900 8,100
秋　田 5 22.5 37.4 9.8 600 300 1,100 2,500 1,500 4,600
山　形 6 20.6 33.2 8.9 500 300 1,000 2,200 1,400 4,000
福　島 7 23.0 36.2 10.5 1,100 700 2,100 4,400 3,300 8,400
茨　城 8 21.4 34.1 9.1 1,400 900 2,700 5,700 3,900 10,800
栃　木 9 22.8 35.7 10.7 1,100 700 2,000 4,200 3,300 8,200
群　馬 10 22.8 34.1 11.3 1,000 600 1,800 3,800 2,700 7,300
埼　玉 11 22.7 34.0 11.8 3,500 2,100 6,300 13,900 9,300 25,500
千　葉 12 22.8 34.4 11.5 2,900 1,900 5,400 11,400 8,200 21,200
東　京 13 20.3 30.3 11.4 5,300 2,900 9,800 22,500 13,400 41,300
神奈川 14 22.1 32.7 11.9 4,000 2,100 7,000 16,000 9,400 28,400
新　潟 15 21.0 33.0 9.7 1,200 600 2,100 4,700 2,800 8,500
富　山 16 20.4 35.6 7.5 600 300 1,000 2,200 1,300 4,000
石　川 17 19.8 31.1 9.3 500 300 900 2,000 1,200 3,500
福　井 18 18.7 29.9 6.2 300 200 600 1,200 800 2,300
山　梨 19 21.7 34.2 9.3 400 200 700 1,600 900 3,000
長　野 20 19.7 32.7 8.2 800 500 1,600 3,300 2,300 6,400
岐　阜 21 19.5 32.6 7.5 900 500 1,600 3,400 2,200 6,300
静　岡 22 20.9 32.9 9.7 1,700 1,000 3,200 6,900 4,500 12,800
愛　知 23 21.7 34.3 9.9 3,400 1,700 6,100 13,400 7,400 23,900
三　重 24 20.3 32.9 9.1 800 400 1,500 3,100 1,900 5,800
滋　賀 25 19.1 30.8 7.5 500 300 900 2,000 1,200 3,700
京　都 26 19.1 29.9 9.7 1,100 600 2,000 4,300 2,500 7,500
大　阪 27 22.3 33.6 12.3 4,600 2,500 8,200 17,500 10,400 31,200
兵　庫 28 19.0 31.3 8.2 2,500 1,200 4,400 9,900 5,300 17,100
奈　良 29 18.2 29.7 7.8 600 300 1,000 2,200 1,300 3,800
和歌山 30 19.3 31.3 8.6 500 300 900 2,000 1,200 3,500
鳥　取 31 19.1 30.2 6.6 300 200 500 1,100 700 2,100
島　根 32 17.3 29.3 5.4 300 100 600 1,300 700 2,300
岡　山 33 19.6 32.8 7.7 900 500 1,600 3,400 2,000 6,200
広　島 34 19.5 32.7 7.6 1,300 700 2,300 4,900 2,900 8,900
山　口 35 18.5 30.5 8.1 700 400 1,300 2,600 1,600 4,700
徳　島 36 18.4 31.3 7.6 300 200 700 1,300 800 2,700
香　川 37 20.2 34.2 8.5 500 300 900 1,800 1,200 3,500
愛　媛 38 18.9 31.1 7.7 700 400 1,300 2,700 1,800 5,200
高　知 39 19.9 32.0 8.9 400 200 700 1,400 1,000 2,800
福　岡 40 22.7 35.1 11.8 2,500 1,000 4,400 10,200 4,500 17,600
佐　賀 41 21.3 34.7 7.7 400 200 800 1,800 900 3,200
長　崎 42 20.6 34.9 8.9 700 400 1,300 3,000 1,700 5,300
熊　本 43 19.7 32.8 8.6 800 400 1,500 3,100 1,900 5,900
大　分 44 19.7 32.0 7.6 600 300 1,000 2,200 1,300 4,000
宮　崎 45 21.1 35.1 8.4 500 300 1,000 2,200 1,300 4,100
鹿児島 46 18.4 32.3 6.8 800 400 1,600 3,400 2,200 6,600
沖　縄 47 20.4 32.2 9.3 500 300 1,000 2,200 1,400 4,500

§ 「死亡数の減少率」は、2011年死亡数の年数倍との比（人口の変化は国立社会保障・人口問題研究所推計人口で補正）。

成人喫煙率 回避死亡数　10年間（2013～2022年）‡,§ 回避死亡数　20年間（2013～2033年）‡

* 回避死亡数は、喫煙率が現状と変わらないと仮定した場合との死亡数の差。
† 国は国民健康・栄養調査（2011年）、都道府県は国民生活基礎調査（2010年）の値。
‡ 男性のがん・循環器疾患は年齢、喫煙年数、禁煙後経過年数を用いたモデルで推計（Katanoda K, et al. Jpn J Clin Oncol
2011;41:483-9）。全死亡および女性のがん・循環器疾患は、男性のがんの推計値に人口寄与危険割合の比および人口動態統
計死亡数の比を乗じて推計（がん患者の期待に応えるがん対策推進基本計画の策定のために参考資料
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表3. 参考：　年間喫推計煙起因死亡数および実測交通事故死亡者数

国・都道府県
喫煙起因死亡数* 交通事故死亡数†

国 136,100 5,237
北海道 6,200 219
青　森 1,700 72
岩　手 1,500 97
宮　城 2,300 76
秋　田 1,300 49
山　形 1,500 42
福　島 2,500 104
茨　城 3,100 235
栃　木 2,300 160
群　馬 2,100 114
埼　玉 6,800 124
千　葉 5,500 244
東　京 12,300 219
神奈川 7,700 223
新　潟 2,700 122
富　山 1,200 44
石　川 1,300 114
福　井 900 194
山　梨 900 58
長　野 2,400 52
岐　阜 2,100 43
静　岡 3,800 138
愛　知 6,400 273
三　重 2,000 108
滋　賀 1,300 91
京　都 2,900 123
大　阪 9,400 219
兵　庫 5,700 218
奈　良 1,300 61
和歌山 1,400 65
鳥　取 700 35
島　根 800 49
岡　山 2,100 128
広　島 3,100 141
山　口 1,800 64
徳　島 900 38
香　川 1,100 96
愛　媛 1,600 78
高　知 1,000 58
福　岡 4,900 192
佐　賀 900 58
長　崎 1,700 47
熊　本 1,900 95
大　分 1,400 48
宮　崎 1,200 56
鹿児島 2,100 97
沖　縄 1,100 56

* 日本人の喫煙習慣別相対リスク、都道府県別喫煙率（2001年）および2012年人口より算出。
† 平成24年中の30日以内交通事故死者の状況（警察庁交通局）の都道府県別30日以内交通事故死者数。

年間死亡数
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